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本稿は， 1985年12月31日現在，情報公開制度を実施している30自治体借りに

ついてアンケート調査(質問票は本論の最後に附録として掲載)を行い，制度

の現状と問題，そして今後の可能性を検討しようとするものである。情報公開

制度に関しては，自治省による制度検討・実施状況についての全国調査，自治

体が独自に行っている制度検討段階での市民・職員の意識調査などがあるが，

すでに制度を実施に移している自治体に対してその効果等を含めて総合調査し

たものは，今のところ見当らないようである。

なお，本調査は1986年2月から 3月にかけて実施され， 30自治体すべてから

田容を得ることができた。御協力いただいた各自治体に感謝の意を表しておき

(注1) 本稿では，自治省行政課に照会を求めて得た30自治体を調査対象としたが，

その後， 1982年8月，兵庫県上月町が「情報公瀕要綱Jを実施していることがわか

った。調査時点等考慮し，本調査の対象としなかった。

たい。

アンケート調室の概要第 1牽
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1986年2月，以下のような依頼状を附して.30自治体にアンケート調査衰を

3 7都府県， 10市，送付した。そのうちわけは，依頼状にも示されているが，

まだ，寒い日が続いております。日々，市民

特別区， 10町である。

拝啓，立春をすぎたとはいえ，



に対するさまざまなサービスに追われていることと拝察いたします。

さて，私達はここ 2年ほど，情報公開(制度)の理論と現実について研究し

山形県金山町，神奈川県等で情報公開条閉がつぎつてまいりました。この間，

わが国の情報公開も実践段階での検討が必要になってぎ制定，実施に移され，

きているように思われます。

そこで今回，すでに情報公開条例を施行されている先駆的自治体に情報公開

の制度化のきっかけから実施後の評価に至る情報公開の現状と課題についてア
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ンケート調査を行うことといたしました。昭和60年12月31日現在で、実施に入っ

昭和57年 4/1-¥一…・・金山町(山形)

10/ト¥-…・・蒲原町(静岡)

58年 1/1-¥-…日緒方町(大分)

4/1-1-…・・神奈川県，秦野市(神奈川)，春日市(福岡)，府中町

(広島)

6/1-1ー・・・・・埼玉県

10/ト|一……新庄市(山形)，三重町(大分)

11/1-1一…・・村山市 (山形)

59年 4/1-1-......JlI崎市(神奈川)，稲沢市(愛知)，島本町(大阪)

6/ト|ー・・・・・・岡山県
9/1-1-…・・入善町(富山)

10/1-1-…・・大阪府，長野県，朝地町(大分)

60年 1/1-1-…..目黒区

4/1-¥-……東京都，板橋区，豊島区，長野市，高山市(岐阜)

7/1-1-....・・東久留米市(東京)

8/1-1-……南条町(福井)

10/1-1一…・・新潟県，岐阜市， 中山町(山形)

以下のとおりでございます。ている自治体は，貴自治体を含めて30自治体で，

御趣旨おくみとりの上，御多忙とは存じますが，御回答に協力いただけます二
O
一
一
一
(
二
)

ょうお願い申し上げます。

敬兵

昭和61年2月10日

)般
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アンケート調査の質問票は後掲するとして，質問の流れは以下のように構成

されている。本主きでは，次節以降，この流れに沿って調査結果を概観していき

TニL、。

。アンケートの調査質問の流れ (1.2.……は質問番号)
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言す 4.市民参加による制度への採用点

5.市民参加の現状に満足か

6.参考とした自治体(参考とした点はどこか)

7.検討期間の長さ

8.制度名称 9.担当組織 10.運営審議会

11.救済機関

期

間
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1臼3.市民よりの働きかけ

14.利用状況

15.運営審議会・救済機関の現状

開 I 16.行政コストと行政効果

I I 17.情報公開と情報提供との違い

二=0一現在 ('85.12. 31. ) 

展 I 20・他自治体へ広がる可能性

T l 21 国政で実施される可能性

用
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18. '85. 12. 1ヶ月間の利用状況 19. 日々感じる問題点 〆'、



情報公開制度制度化の発端第 1節

最初に情報公開制度制度化のきっかけについて検討する。(表一1参照)

制度化のきっかけ

1 都府県 市・特別区

市 民の運動 。 2 1 3 

議 会の活動 1 6 3 10 

首長の決定 5 5 7 17 

職員の提案 1 。 。 1 

先進自治体に習って 1 1 (要綱) 。 2 

その他 1 (要綱) 。 。 1 

表-1
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情報公開制度を実施するきっかけとなったものとしては，都府県では首長の

決定が多く，市・特別区では議会の活動，首長の決定が並んでおり，町では首

やはり首長の決定が最も多長の決定が多い。すべての自治体を通してみると，

く，議会の活動がそれに続いている。

「その他」と回答したのは岡山県で，当県では昭和田年2月に行財政対策懇

談会が行った， r県政のあらゆる面で住民参加を推進し，住民の意向を反映さ

そのためのシステムづくりの調査せる“関かれた県政"の実現が重要であり，

研究を進めるべきである。Jという答申が制度化のきっかけとなった。

まず情報公開制度を制度化するきっかけとなったものが，全般に市民の運動

ではないところに問題がある。(質問 1)

調査対象である30自治体中，行政側が制度化のきっかけを作ったと回答した

自治体の数は計20自治体であった。そのうちわけは， r首長の決定がきっかけ

となった。」と問答した自治体が17自治体と最も多く， r職員の提案がきっかけ

となった」自治体が一つ。「先進自治体に習って制度化を進めた」と回答した
二
O

自治体が2自治体であった。きっかけとしては具体的には次のようなものがあ

rS4年の知事選挙時の公約に情報公開の制度化が掲げられた。J(大阪府，首

長の決定)

る。

(
四
)



この制度rwガラス張りの市政.!I(市長の公約)を実現する一つの柱として，

が実施された。J(新庄市，首長の決定)

「情報公開制度， w知る権利』の保障は，民主的行政・開かれた社会実現の

ために不可欠であるとの考えから，昭和57年6月1日検討機関設置。検討を重

ねる中で，神奈川県が条例化するため，秦野市民=神奈川県民であり，県と市

が同一文書を保有している場合に取り扱いが異なるのはおかしいとの観点から

暫定的に要綱を制定した。J(秦野市，先進自治体に習って)

「対話と住民参加を選挙公約した町長が，議員質問を機に検討を命じ次の

議会において条例化の意思表示を表明する。J(入善町，首長の決定)

ガラス張りの行政から生れる。「・町民のための行政は，

-住民の知る権利を尊重してその信頼に答える。J(朝地町，首長の決定)

「本町の行政運営の基本理念である『住民参加の町政』の実現には， w聞か

れた町政』の推進が前提条件であり，そのためには町政に関する情報の公開が

必要不可欠であるとの認識に立って住民が必要なときに必要な情報が入手でき

るよう住民の『知る権利』を情報公開条例により制度的に保障するものです。」

(島本町，首長の決定)

全国で最初に条例の実施に踏み切った金山町は次のように回答している。

「町長の早稲田時代の学友に朝日新聞『情報公開キャンベーン.!I(S55. 7 ~ 

8)で活躍された記者がおり，米国，北欧の情報公開の実態を取材した後，町

長に話しかけたのが直接の引き金である。

町長は就任と同時に『聞かれた行政.!IW先見性のある行政』をモットーに，

折にふれ職員，町民にたし、し語ってきていたが，海外諸国の流れをふまえ，情

二
O
O
(玄
)

報公開制度はこの意向の具現化であり，また“全国初"という評価が引っ込み

思案の町民の誇りとなり，活力の源泉となればと期待を持つての判断であっ

た。」

「行政府がきっかけを作った。」と回答した自治体に続くのは， r議会の活動

がきっかけとなった。Jと回答した自治体で10自治体であった。(なお，そのう



ち2自治体はそれぞれ「首長の決定j，r先進自治体に習って」と複数回答して

いる。)

r.全国の都道府県レベルで制j度化について検討，実施されたこと。

-昭和60年の新庁舎移転に合せ実施する旨，議会答弁がされたこと。j (新潟

県

「市議会議員からの要望から制度化のきっかけとなった。行政情報の公聞は
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すべての情報を公開することが原則であると思われるが，行政の持っているす

企業利益の保護べての行政情報を公開することは，個人のプライバシ一保護，

法律的になんら規定がないのが実情である。この中等いろいろな問題があり，

一応要綱で当市においては，現段階で可能な限り讃極的に公開することとし，

の規定で制度化した。j (高山市〉

「市民の運動がきっかけとなった。」と回答した自治体は，春日市(福岡)， 

岐阜市，緒方町(大分)の 2市 1町であった。(なお，本質問は複数回答も可能

なため，緒方町では「市民の運動」のほかに「首長の決定Jも制度化のきっか

けとなったと回答している。)

制度化のきっかけとなった市民の運動とは，具体的には次のとおりである。

「請願書を市議会に提出

請願のきっかけは，南部清掃工場(福岡市建設)が春日市に建設された1. 

時，行政側(春日市・福岡市〕は地区懇談会等にて説明をしていったが，十分

ではなかったということで，情報公開の制度化をしてほしいということであっ

た。

このとき，単独市政施行，昭和47年4月1日に市政施行を行なったが，2. 

周辺団体で市政施行，福岡市との合併市政施行を行なうのか，議論があった。一
九
九
(
六
〉

やはりこの折も情報公開の制度化があれば，住民の声が反映されたのではない

かということであった。

また，首長(市長)が積極的に取組みを行なっ議会が請願を採択し，

た。j (春日市〉

3. 



「昭和57年5月に，市民から条例制定の直接請求があった。J(岐阜市〉

「毎年行っていた町民集会に於て情報公開条例の制定の要望が出された。」

(緒方町)

情報公開制度を実施することは，第一に市民の，行政・議会への監視を強

とすれことであり，(図ー1参照)め，第二に，議会の行政への監視を強める

ぽ，情報公開制度を実施することで，最も自らへの監視が強まると考えられる

行政(およびそのト vプである首長)の決定によウて制度化される情報公聞に

はおのずから限界があるといわざるをえない。

情報公開の効果と監視国-1

1m ~I 

情私視監ぷ報
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情報公開制度の策定過程第2節

次に，情報公開制度の策定過程について検討してみることとしよう。

市民参加の量と質国-2情報公開制度の策定過程における市

民参加施策(質問2)には大別して三

つの形があることが，

一
九
八
(
七
)

田容を分類して

いくなかではっきりしてきた。(図司2

参照)

これ

にはいわゆ!る市民意識調査とモユター

一つは「意識調査Jであって，

少

低

として選んだ人達に対する意識調査と

がある。もう一つは，いわゆる「公聴



もしくは「シンポジウム」と呼ばれるものへの市民の参加で、ある。そし会J，

て三つ目として，制度を制定するための「懇話会jや， rモニター会議Jへの

市民参加があげられる。

三者の関保は公聴会・シンポジウム，懇話会・モニター会議，意識調査，

図-2のとおりである。つまり，参加する市民の数では意識調査，公聴会・シン

その反面，参加の深さの程度ポジウム，懇話会・モニター会議の)1買になるが，
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ではその順序が全く逆になる。

都府県では意識調査.公聴会・シンポジウム，懇話会・モニター会議の三者

がほぼ同程度行われている。表-2からはわからないが，公聴会・シンポジウム

は，情報公開制度を条例の形で実施しているすべての都府県において行われて

L、る。

策定過程における市民参加

市・
回I特別区

意識調査 計 7 言十 6 言十 1 百十14

市民 4 5 1 10 

モニタ 一 3 1 。 4 

公聴会・シンポジウム i5 2 3 10 

懇話会・モニター会議| 6 8 2 16 

その他 1 2 2 5 

な し 1 (要綱) 3* 3 7 

表明2

f記述式・複数回答)氷うち二つは要織

市・特別区では，意識調査，懇話会・モニター会議の二者はほぼ同程度行わ

公聴会・シンポジウムの実施が少ない。れているが，一
九
七
(
八
)

また一自治体当たりの平均施策数を出してみると，都府県では一自治体当た

り平均 3.2(要綱で実施の自治体を含めると 2.7)，市・特別区で、は1.6(問1.4)， 

市・特別区は者!)府県に比べ，市民参加施策の実施が全般にわたって低調であ

町では 0.8となる。



り，さらに町では，市・特別区以上に市民参加施策の実施状況が低調である。

情報公開制度を策定するうえで，市民参加のための施策を全く行わなかった

と回答した自治体に着目してみると，都府県ーでは，要綱の形で実施している 1

県のみであり，市・特別区でも，該当する自治体のうち二つは要綱の形で実施

している自治体である。つまり，要綱の形で実施している 4自治体のうち 3自

治体が， r市民参加なし」と回答していることになる。

例えば要綱で実施の高山市は次のように回答している。

「市の持っている行政情報を可能な限り公開する考えから，市の積極的姿勢

として要綱で制度化し，行政サイドで検討した。特に直接市民から制度化に対

する要求はなかった。J

町では，そのほぼ半数が「市民参加なしJと回答している。市民不在のまま

の情報公開制度化といえる。

蒲原町の回答は次のようである。

「議会代表者からの発議で出発したので制度作りの段階では，ほとんど市民

参加というものはなかった。J

市民参加施策として行われているものには，前述の 3種の施策のほかに，や

やユニークなものとして， r広報紙による意見の募集」が板橋広，島本町でみ

られたが，全般に日新しい施策はみられない。やはり，参加施策はあくまで行

政が実施するものであり，そこに限界があるのであろう。

検討期間において，行政側が実施する市民参加施策とは反対方向の，市民の

側からの自発的な働きかけは何等なかったと回答した自治体が対象自治体全体

の3分の 2近い数に上った(質問 3)。情報公開制度に対する市民の意識はま

だ低いといわざるをえない。 九

行政側が実施する市民参加施策の有無と，市民の自発的運動の有無との関係 三
(クロスりをみよう(なお， クロス表それぞれの質問の連関については図-3

参照)。

市民参加施策の行われなかった自治体においては，市民からの働きかけもみ

九
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0 

i一一一lキうち要綱が二つ

られなレ。市民参加施策の行われた自治体においては，その約半数の自治体i'-._

おいて市民からの働きかけがみられる。市民が未だ受動的であることが伺え

る。

市民の側からの働きかけについては，意見書・要望警の提出にその形が限ら

(質問 3)。先程の市民参加施策と同様，画期的な運動の形態はみられている

れない。

意見書・要望書の具体的な形は次のようなものとなっている。

「市民団体等から情報公開制度についての要望書等が提出された。概要は次

のとおり。

住民に十分な検討の機会を与えること条例提案を一時みあわせ，1. 

住民の意見を聞く機会を設けること2. 

実施機関に議会及び公安委員会を加えること3. 

有形I情報だけでなく，無形情報も加えることJ(埼玉県)4. 

「市民団体から条例で実施するよう要望書の提出があった。J(新潟県)

「関係団体等から提出された意見書等(主なもの)

-情報公開制度に対する意見書(神奈川県消費者の会連絡会)一
九
五
三

O
)

-消費者行政と情報公開制度に関する意見の提出について(神奈川県消費生活

神神奈川県経営者協会，社団法人-情報公開制度に関する要望(社団法人

奈川県経済同友会)

審議会)
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クロス説明図(数字はクロス表の番号)
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運用期間一-， ~ 14 (検討期間より)

I T 9 I 
12 I I I 13 
I rtil正参加施策→市民の運動!ー':"1利用状況についての自治体

しての評価

4/ 0
0
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一〉

台、

lす

き

としての託、価
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自白人権協会)-意見書(社団法人

-神奈川県の「情報公開制度に関する調査研究報告書Jに対する意見書(横浜

弁護士会)

-意見書(情報公開法を求める市民運動)

-神奈川県の「情報公開制度に関する調査研究報告書Jに対する意見書 (1県

民のための情報公聞を求める集会」実行委員会)

その他，延べ13団体からJ(神奈川県)

一
九
四
三
一
)

「情報公開制度について

-長野県地方自治研究センター

-長野県労働組合評議会

-長野県中立労勘組合連絡会議

-長野県消費者団体連絡会議



-日本婦人有権者同盟長野県支部連合会

-長野県で情報公開を求める市民の集い

-情報公開制度を考える県民連絡会議

等から要請書，申し入れ書が提出された。j (長野県)

「各界から;怠見書が数多く提出された。j (東京都)

と制度検討期間における市民参情報公開制度の制度化のきっかけ(質問 1)

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
課
題 加施策，並びに市民の働きかけの有無との関係〈クロス a)は次のとおりであ

る。なお制度化のきっかけについては，質問の選択肢のうち「首長の決定j，

「職員の提案j，r先進自治体に習ってj の三つを「行政の決定」として一つに

「市民の運動j，r議会の活動j，r行政の決定Jの三つに分け大きくまとめ，

た。

クロス表明畠

1都府県 市・
町 Z十

特別区

施策 施両 施施河 施施碕 施施雨

策者 手策老 手策者 手策者

主主のな 遂のな
蓄有 のな 遣有 のな

動有みし 動有みし みし みし

きっかけ

市民 。。。。1 1 。1 2 1 

議会 1 。。 2 3 1 。1 1 I 3 4 2 

行政 6 。。 1 4 1 1 4 2 I 8 8 3 

サン表のうち，市民の運動が制度化のきっかけとなった自治体については，

ここでは制度化のきっかけとして，議プル数が少ないので比較は困難である。一
九
三
(
二
一
〉

会の活動と行政の決定の両者を比較検討する。

制度化のきっかけとしては議会の活動，行政の決定両者ともに市民参加施

策・市民の働きかけの両方がみられる自治体と，市民参加施策のみが行われた

自治体とほぼ半数ずつにわかれている。



したがって，制度の検討期間における市民参加施策・市民の働きかけの有無

については，制度化のきっかけとして「議会の活動Jr行政の決定」との聞に

差はみられないといえる。

なお，市民の運動が制度化のきっかけとなった自治体のうち，制度の検討過

程で，市民から何らかの働きかけのあった自治体が一つも見受けられないとい

うのは，意外であり，問題でもある。特に岐阜市では，市民参加施策も行われ

ていなL、。

については，対象市民参加による情報公開制度への採用点の有無(質問4)

自治体全体の約 3分の 2に当たる 19の自治体で「採用点なし」と回答してい

る。市民参加とし、ぅ過程の面のみならず，情報公開制度の形の面においても市

民不在の制度化が進んでいる。

目黒村山市，春日市，埼玉県，なお「採用点あり」と回答した自治体は，

三重町であった。区，島本町，

回答にみられた延べ 15点の採用点を分析すると三つに大別できる。(図-4参

照)

市民参加による情報公開制度への採用点の類型図-4

行政情報の範囲を決める1. 報i育政行1 

利用者の範厨を決める

行政と利用者との関係をしっかりさ

せる

2. 

3. 
公
開

1
1
1↓

者

3 

リ

↑
1
1
1
1
1
1
索
作

請
求

用2 

一つは， r公開される行政情報全体の量・内容を決めること」に関した採用

一
九
二
(
二
一
一
)

点である。図のなかでは 1の，行政情報の範閤を決めることに当たる。

もう一つは， r利用者の範聞を決める」ことに関連した採用点である。(図

中2)

三つ自は「情報公開における行政と利用者との関係をしっかりさせる」こと

に関した採用点で、ある。(図中 3)



「公開される行政情報全体の量・内容を決める」ことに関した採用点は 9点、

であった。具体的には， r情報の範囲の設定j，r非公開情報の設定j，rIi'公開し

ない情報Jを禁止規定ではなく『公開しないこととすることができる』とした

こと。j，r対象となる公文書について，決済の有無は関わない(当初は決済後

を予定)j， rli住民参加の町政』を進めていくうえで，町政に関する情報につい

ては，対象情報を決済等の事務手続きを終了したものに限定しないで、，決持等

の事務手続きの途ヰzの情報も対象情報としていくべきとの意見もあったので，

意志形成過程のf青報についても公開とした。j，r個人のプライパシーを不当に

侵害しないように留意することj，r知る権利の保障とプライバシー保護j，r自
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と
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己に関する情報の特例扱いj，r情報公開実施機関を市のすべてとすることjで

という内容の回答並びにこのうち，意思形成過程の情報を公開とする，ある。

それぞれ重複していた。プライパシ一保護の回容が，

「利用者の範囲を決める」ことに関連した援用点は5点であった。具体的に

は， r利用者の範囲の設定j，r公開請求権者の範囲を『当該公文書を必要とす

る理由を明らかにすることができるもの』にまで、拡げたj，r公開請求に際し，

簡易な請求理由または使用目的を記載することにしたことj，rli知る権利』の

このう文言が明記されるj，r知る権利の保障とプライパシ一保護」である。

ち， r知る権利」関係の採用点については，問権利を明記することによって，

利用者の範囲を当該自治体内の住民のみから，当該自治体への利害関係者を含

ひいては「何人jへと広げるべきだとする主張の理論さらには日本国民，み，

的ささえとなることから「利用者の範聞を決める」ことに関する採用点に含め

て考えたものである。

「情報公開における行政と利用者との関係をしっかりさせる」ことに関する一
九
一

採用点は4点であった。具体的には， rll知る権利』の文言が明記されるj，r知
〈
一
四
)

る権利の保障とプライバシー保護j，r個人のプライパシーを不当に侵害しない

ように留意することj，r自己に関する情報の特例扱い」である。

制度の検討期間における市民参加施策・市民の働きかけの有無(質問 2，3) 



との関係をみると次のよと，市民参加による制度への採用点の有無(質問4)

うになる。(クロス 2)

クロス表一2

制度への採用点

都府県
市・

町特別区

有無? 有無? 有 無?I有無?

施策運動あり I1 5 。2 1 1 1 。 6 l 

施 策 の み I0 。。1 4 1 1 3 7 

両者な 1 。。3 。。2 6 

合計に注目すると，市民参加施策が行われ，市民の側の働きかけもみられる

(4 : 6)のに対自治体では，制度への採用点の有無はほぼ半数ずつにわかれる

し，行政の実施する参加施策のみが行われた自治体では，採用点の有無は 2:7 

となっている。

そしてやはり，市民参加施策も行われず市民の働きかけもみられなかった自

治体においては，全く制度への採用点もみられない。 (0:6) 

情報公開制度のなかに市民の意見・要望を反映させるために，市民による意

見書・要望書の行政への提出は有効であるといえる。

今までみてきたような制度の検討期聞における市民参加の現状に対して，対

(質問5)。そして具体的にしている象自治体全体の半数の自治体が「満足」

は次のように回答している。

一九
O
(
二本〉

「要綱による制度化の段階であるので，特に不満な点はないと考えている。J

(新潟県)

また，条例制定の直接「この制度に関しての直接請求は，本市のみであり，

ここにあったことは，制度導入に際しての市民の役割は大きかのきっかけが，

ったと考えられる。J(岐阜市)

「市民の運動・議会の活動が直接この制度導入の動機ではなく，首長(区長)



の政治姿勢の基本を確立するという理由が直接の動機であったので，市民参加

の現状に不満はない。J(板橋区)

「土壌がないので仕方がないと考える。J(豊島区)

しかも比較的短期間に計画策定を進めたの「本町の;場合は，行政主導型で，

アンケートによる町民の意向調査にとどまったが，情報公開に対する町民で，

の意識は醸成されているとは思えず，期待できなかったものと考えている。J

(入善町)
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ここでは，岐阜市と板橋区の回答の対比が興味深い。

岐阜市は， 30自治体中，最も制度の検討期間が長く，条例実施であるにもか

かわらず，条例で実施の都府県，市・特別区のなかで唯一市民参加施策をとら

それでも制度化のきっかけが市民の直接請求で、なかった自治体なのであるが，

あったのだから，市民参加の現状には「満足」と回答している。

それに対して板橋区は，制度策定過程で市民参加施策は実施されたものの，

制度の形態は，条例で実施の自治体全体の中で唯一，非公開決定に対する救済

しかしながら，板橋区は岐阜市の場合とは逆に，命u機関が設けられていない。

首長の決定であったのだ度化のきっかけが市民の運動・議会の活動ではなく，

から，制度検討期間での市民参加の現状には「満足」と回答している。

「不満」という回答には次のようなものがあった。

もう少し別の方法で市民に参加を求「広報等で、市民へのアピールをしたが，

めることができなかったであろうかと Lづ反省点もある。J(東久留米市)

r~市民参加』と言葉に出している段階ではリップサーピスに留まっており，

現実大多数の市民は無関心である。条例制定のポイントは，行政，住民間にお

げる真の権利義務の醸成にあるもので(要綱等では何等制度として確立される一
八
九
ご
六
)

ものではないく要綱の持つ意味は省略))あるから今後，市民意識の改革に重点

を置きたL、。

情報公開請求者の立場は，いわゆる公的な立場に立たねばならないものであ

エゴや圧力団体や私的利益を得る目的での使用は今後制度を損なう結果にり，



なるからである。J(春日市)

「全国で前例のない事例であったため，住民にたいし，制度の説明をしても

震をつかむような思いであったろう。また，人口八千人強とし、う家族的な町民

いろんな機会で情報の提供を行な性もあって，制度の確立を待つまでもなく，

ってきていた。

が，制度の制定は，将来にむけての公約であり，最も住民のための施策で

あったのだから関心を示し，知りたい情報の範ちゅうなど教示してほしかっ

た。J(金山町)

月並みな市民参加施策と，意見書の提出程度の市民の運動によって検討され

る情報公開制度の成り立ちに「満足」しているということは，裏返して言え

やはり行政としては，情報公開制度化によって現在の行政と市民との関係ば，

を大胞に変革することは望んでトいないということになるだろう。

そのような制度検討期間における市民参加施策・市民の働きかけの有無と，

市民参加の現状に対する自治体の評価との間の関係(クロス 3)は次のとおり

である。

一
八
八
(
一
七
)

クロス表-3

市民参加の現状に対しての評価

都府県 市特・ 別 医 町 H 

j椅不無 満不無 満不然 l満不無

四 回 回 回

足満答 足満答 足満答|足満答

1 。 3 。 。 1 。 1 。，

施策のみ O 。 。 4 2 1 2 1 2 I 6 3 3 

施策・運動無 O 。 1要 2*0 1要。 。 3 I 2 。 5 

*うち一つは要綱市

制度の検討期間において市民参加施策が行われ，市民の働きかけもみられる

そのような市民参加の現状に対して， r満足Jと回答した自治体自治体では，



そして無回答の自治体はなかが八つに対して「不満Jと回答した自治体は 1，

っTこ。

次いで、，市民参加施策は行われたが，市民からの働きかけはなかったという

自治体においては， r満足」が 6に対して「不満Jが 3，無回答も 3と， r不

溺J，無田答が多くなってくる。

興味深いのは制度の検討期間において何等の市民参加施策も行われず，市民
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の働きかけもみられなかった自治体の回答である。

とそのような市民参加の現状に「満足」している自治体がニつある。まず，

そのような現状に「不満足Jと回答した自治体は一つもなし、。同時に，

少なくともそこからは，新しい行政と市民との関係が生れてくる可能性はき

わめて薄いであろう。

これはそもそも，現在の行政と市民との関そして無回答が 5自治体もある。

係について問題意識をもって認識していないことの表われといえるのではない

だろうか。

制度検討過程における市民参加の反映としての，市民参加による制度への採

用点の有無と，市民参加の現状についての自治体の評価との関係は，次のとお

りである。(クロス 4)

クロス表-4

検討期間での市民参加の現状評価

都府県 市特・ 別j 区 町 計

i筒 不 無 j筒不無 満 不無 満不無

回 回 国 回

足満答 足満答 足満君主 足 1筒答

採 用 占

あ り 。。。2 1 。1 。1 3 1 1 

な し 4 1 1 6 1 1 2 1 1 12 3 3 

生甚 回 答 。。。1 。1 。。3、 1 。4 

一
八
七
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一
八
)



合計に着目すると，市民参加による制度への採用点がないにもかかわらず，

そのような市民参加の現状に「満足Jしている自治体が12自治体と最も多い。

先程のクロス 3と，このグロス 4とをあわせて考察してみると，自治体が市

民参加の現状を評価する場合，その市民参加の結果(この場合は，制度への採

用点の有無にあたる)を現状評価の尺度とするのではなく，市民参加の過程を

尺度とする餌向があることが伺える。つまり，具体的に市民参加による制度へ

の採用点があってもなくても，市民参加施策を行ったり，また，市民からの働

きかけがみられさえすれば，それで市民参加の現状に「満足」しているという

ことが言える。

制度策定の際， 参考とされた自治体としては， 都府県では， 神奈川・埼玉

の両県がそれぞれ2自治体から， r特に参考Jにしたとされている。(表-3参

照)

表令制度策定上特に参考とした他自治体

n
'
A
3
a
m宮

川

玉

市

奈

白
神

埼

春

( )は， r特に参考とした

自治体ありJと回答した自

治体の数

自治体合計 (25) 

市・特別区においても，神奈川県が10自治体から特に参考とされており，埼

玉県が6と，それに続く。町でも神奈川県が五つの自治体から特に参考とされ

ている。

都府県と，市・特別区，そして町とではその自治体規模が全く異なるのにも

かかわらず，神奈川県が多くの自治体に特に参考とされていることがわかる。 八
ノ、

対象自治体全体では，神奈川県は合計17の自治体から特に参考とされ，埼玉 ( 

県の九つを大きく引き離している。

この理由としては，両県の検討状況が比較的外部に公開されていた上に.今

回のアンケート調査の対象となった30自治体のうち，両県を除く 26自治体まで

d 



わが国における情報公開制度実施の事実上のスタートといえる両県の制度ヵ"

そのうち16自治体は，わが国に情報公開制度実施以前に検討を開始しており，

実施自治体が一つもない時点での検討開始であったためと思われる。

わが国における情報公開制度実施の第一号となった山形県金山町の制事実，

9自治体までが神奈川・埼度実施以前に検討を開始したこの16自治体のうち，

玉の両県のみを特に参考とした自治体としてあげているのに対し，金山町の制
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度実施以降に検討を開始した12自治体では秦野市が神奈川県を，板橋区が埼玉

県をそれぞれあげているのみである。(次ペ}ジ図-5参照)

特に参考とした自治体をあげる場合，実施自治体が基礎自治体の場合は，実

施基礎自治体と同一都府県内の他，基礎自治体や，実施基礎自治体の所在ずる

同じ4山形県下都府県があげられる場合が多L、。例えば山形県下の中山町は，

の村山市をあげているし，東京都下の東久留米市は東京都並びに豊島・板橋・

目黒の 3区を，)1[崎・秦野市は神奈川県をそれぞれあげている。他にも長野市

同一県下の緒方・三重両町を特に参考としが長野県也大分県下の朝地町が，

た自治体としてあげている。特に大分県下の 3町は同じ郡のなかにある。

秦野市では制度化のきっかけのところで次のように田容している。

「神奈川県が条例化するため，秦野市民=神奈川県‘民であり，県と市が同一

文書を保有している場合に取り扱いが異なるのはおかしいとの観点、から暫定的

に要綱を制定した。」そして岡市では，情報公開制度を運営していくうえで，

日々感じている問題点・課題として， rこの制度は国民の人権とも密接な関係

があるのに地方(自治体ごとに)によってその内容が様々である点も大きな諜

題であろう。」と述べている。

秦野市の例に見られるように，情報公開制度を既に実施している都府県に所一
八
五
(
二

O
)

その都府県よりも後に情報公開制度を制度化していく場在する基礎自治体が，

合，制度の形態面よりもむしろ，制度の運用面において「足並みを揃えるJ臨

向が強い。このことは，情報公開制度が定着していくうえにおいては，必ずし

も望ましいことではなし、。
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なお春日市・蒲原町が，特に参考としたものとして自由人権協会のそデ、ル条

例案をあげているのは注目される。

他自治体のどのような点を参考にしたのかについては次のとおりである。

(表-4参照)

他自治体のどのような点を参考としたか

-非公開文書の範悶

.対象情報の範翻

・運用基準

F
O
-
-

表-4

情
報
公
開
制
度
の
務
状
と
課
題 7 計

2 

唱え

1み
噌

i

1
占

噌

i

-開示手続き

. r知る権利Jの明記

・条例の形

・救済制度

.情報検索方法

・ 窓口一元化

「非公開文書の範囲」を参考とした点としてあげた自治体が五つで，最も多

かった。

「対象情報の範囲J，r運用基準」はともに， r何を公開して，何を公開しな

いか」という点を決めるものとして， r非公開文書の範囲」と関連するものと

考えられる。やはりこの点が最も重要な問題として認識されているわけであ

る。言いかえれば，情報公開制度のポイシトはここにある。

次に，検討期間の平均は次のとおりである。(表-5参照)

制度検討期間の平均

都

・特

表-5

県:47.4ヶ月 (43.6)

区:38. 1 (35.5) 

町:24.5 

府

別市一八一一一(ニニ)

)要綱実施自治体を含む

情報公開制度制度化のための検討に，都府県では平均約4年，市・特別区で

は平均約3年，町では平均約2年の期間をかけていることがわかる。



検討期間の長さと検討期間における市民参加施策・市民の働きかけの有無と

の関係は次のとおりである。(クロス 5)

クロス着実-5

都府県:サンプルに片寄りがあるため比較で、きない

市・特別区: (全体平均3年)

参加施策・働きかけ問者あり(自治体数 3)

平均46.3ヶ月

参加施策のみ実施(自治体数 7)

王子均31.9ヶ月

参加施策・働きかけ両者なし(自治体数3)

平均 33.0ヶ月

町: (全体平均 2年)

参加施策・働きかけ両者あり

自治体数が少ないので比較できない

参加施策のみ実施(自治体数5)

平均23.4ヶ月

参加施策・働きかけ両者なし(自治体数3)

平均17.3ヶ月

市・特別区では，検討期間中に市民参加施策が行われ，市民の働きかけもみ

られた自治体においては，その検討期間の長さが平均46.3ヶ月と，市・特別区

全体の平均である約3年より長くなっている。それに対し参加施策は行われ

たが，市民の働きかけはなかった自治体においては，その検討期間の長さは平

均31.9ヶ月，参加施策も行われず，市民の働きかけもなかった自治体では平均

いずれも市・特別区全体の平均程度となっている。33ヶ月と，

町では，参加施策のみが行われた自治体では平均23.4ヶ月と，町全体の平均

一
八
二
(
二
三
)

とほぼ同じだが，参加施策が行われなかった自治体では平均17.3ヶ月と検討期

間が短い傾向にある。

やはり情報公開制皮の策定にあたっては，十分な検討期聞を躍をくことが必要

とされる。

検討期間の長さと情報公開制度制度化のきっかけとの関連を調べてみると，

次のようになる。(クロス 6)



クロス表-6

都府県:サンプルに片寄りがあるため，比較できない。

市・特別区: (全体平均 3年)

市民の遂動がきっかけとなった自治体

自治体数が少ないため比較できない。

議会の活動がきっかけとなった自治体

平均40.5ヶ月 (自治体数5)

行政の決定がきっかけとなった自治体

平均28.6ヶ月 (自治体数5)

町: (全体平均2年)

市民の運動がきっかけ

自治体数が少ないため比較できない。

議会の活動がきっかけ(自治体数 3)

平均 29.7ヶ月

行政の決定がきっかけ(自治体数6) 

平均 24.2ヶ月

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
課
題

市・特別区では，議会の活動が情報公開制度制度化のきっかけとなった自治

体における検討期間の長さの方が，行政の決定が制度化のきっかけとなった自

治体の検討期間の長さよりも明らかに長L、。

町においても，議会の活動がきっかけとなった自治体のほうが，行政の決定

がきっかけとなった自治体よりもやや検討期間が長くなっている。

これは，議会の活動が制度化のきっかけとなった場合のほうが，行政の決定

が制度化のきっかけとなった場合に比べて，制度策定過程における行政自身

の，情報公開制度化への方向づけに時間がかかるためとみられ，議会の活動が

制度化のきっかけとなった場合のほうが行政の決定が制度化のきっかけとなっ

より民主的に検討期聞を長く取らせるといった理由で、はないた場合に比べて，

クロス aにおいてみたように議会の活動というのも，以前，ように思われる。A 

が制度化のきっかけとなった場合も，行政の決定が制度化のきっかけとなった
〈
二
回
)

場合も，制度策定過程における市民参加施策・市民からの働きかけの有無には

差がみられなし、からである。

制度策定過程における市民参加の現状についての自治体の評価と，検討期間



の長さとの聞の関係(クロス 7)については，都府県，市・特別区ではサンプ

ルに片寄りがあるため比較できないが，町においては，市民参加の現状に「満

足」と回答した3自治体の検討期間の長さの平均は34.3ヶ月であるのに対し，

無回答であった 5自治体の平均は 20.4ヶ月であり，明らかに差が見られた。

(r不満」と回答した自治体は一つであったので比較できない。)短すぎる検討期

自治体としても満足できる結果をもたらさない間は市民参加の現状において，

ことが伺える。

情報公開制度の形態第 3節

策定された情報公開制度の名称(質問 8)に関しては，都府県においまず，

そのては埼玉県が「情報公開」としているほかは「公文書公開Jとしており，

うち東京都が「公文書開示」と名付けている。

市・特別底においては，昭和 57~59 年に条剖で実施した自治体ではすべて

r-t背報公開」となっているのに対して，昭和60年に入って制度実施された自治

体では，豊島区を除いてはすべて「公文書公開」となっている。「情報公開」

から「公文書公開」へと大勢が変わりつつある。そして町では，ほぼ半数ずつ

に分かれている。

「情報公開」と「公文書公開」とを比較した場合， r情報公開」の名称のほう

が，現在はまだ一般的ではない会議公開や，行政の意志形成過程における情報

また， r公開Jなも公開してL、く可能性を含んだ名称として望ましいと言える。

と，東京都で用いられている「開示Jの名称とでは， r公開」のほうが市民に

親しみやすし情報公開本来の理念をもよく表わしていると考えられる。

一
八

O
〈
二
五
)

情報公開制度の運営を担当する組織の，行政組織全体内での位置付けについ

ては，大きく次の 3種に分けられる。(質問 9) (表一6参照)

自治体の規模の小さいところでは総務・一つは，文書・法制jを扱う部門や，

庶務を扱う部門が情報公開制度運営の担当組織とされている場合である。情報

公開制度によって公開されるものは現段階では実質的にはそのほとんどが公文



情報公開担当綴織の類型

都府県
市. 町 2十
特別区

「文書:W.J 計 2 Z十 8

文書・法制系 1 5・ 1 I 7 

総務・庶務系 1 3 7 I 11 

「理念型」 計 4 ;十 2 計 1 計 7

独立系 4 1 。 5 

企画系 。 1 。 1 

自治振興系 。 。 1 1 

「提供型」

広報系、 1 3 

不明 。 。 1 1 

表叩S

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
課
題

と呼「文書型」この型をその点を考慮、したものといえる。書であるわけで，

特に市・特別区の約半数以上が 18自治体と最も多く，「文書型Jこのぷ。

(7自治体)と町のほとんど (8自治体)がこの「文書型」に入る。

これ7自治体である。2番目に多かったのは「理念型」と呼び得るもので，

はi吉報公開制度の運営を独立した組織に怪せるものや，総合的な企画を扱う部

門や自治振興を扱う部門に担当させるものである O 清報公開制度の理念を重要

視したものといえる。特に条例で実施の都道府県‘のほとんど (4自治体)がこ

それに対して町では一つしかない。れに入り，

三つ目は，広報を扱う部門に情報公開制度の運営を担当させている場合であ

り，情報公開制度を広報的色彩の強い情報提供施策の延長上に置いていると考

この「提供型」には四つの自治体が入る。えられるので， I提供型j と呼ぶ。

自治体の規模によって制約もあるであろうが，情報公開制度の制度化によっ一
七
九
合
一
六
)

て行政の秘密主義を変革していこうとするならば， I理念型Jの担当組織を設

けるべきであろう。

情報公開制度運営の担当組織をその人員数の面から見ると，組織の平均人員

数は都道府県で平均 15名， f!J・特別区で平均 5名，町で平均 3名となってい



る。要綱の形で実施の 2県ではそれぞれ人員 1名， 2名，

5名と，特に県において条例で実施の自治体との聞に，平均人員数に大き

2市ではそれぞれ2

名，

な差がみられる。

運営審議会・非公開決定に対する救清機関の設置(質問 10，11)について

は，条例で実施の都府県では唯一，長野県だけが運営審議会を設けていない。

そして埼玉県では，運営審議会の役割と救済機関の役割両方を監察委員に担わ

せている。条例で実施の自治体全体で唯一，板橋区では救済機闘が設けられて

いない。

運営審議会・救済機関の有無と，検討期間における市民参加施策・市民から

の働きかけの有無との関連は次のとおりである。(クロス 8)

クロス表-8

都府県 市・
町 言十

特別区

施策 施遼 施策 施 運 施策 施運 施策 施 運

策動 策動 策動 策動

遣有 のの 遣有 の の 震有 のの 蓄有 のの
み み み み みみ みみ

運済機営審関議会・救

両方あり 3 。。2 1 。1 1 。6 2 。
同一 1 。。。4 。。1 。 1 5 。
救済機関のみ 1 。。1 1 1 。3 4 2 4 5 

運営審議会のみ 。。。。。1 。。。。。1 

両者なし 1 。1 。1 1 。。。1 1 2 

非公開決定に対する救済機関の設置については，制度策定過程における市民

一
七
八
(
二
七
)

参加施策・市民の働きかけ両者の有無には関係がない(むしろ制度が条例で実

施されているか，要綱で実施されているかによることは，質問11で明らかであ

る)が，情報公開制度自体の運営について審議する第三者的な運営審議会の設

置に関しては，その設置がなされている15自治体のうち， 14自治体までが，策

定過程において何らかの市民参加施策が行われ，そのうち 7自治体で市民から



の働きかけが見られる。

情報公開制度の運営期間第4節

情報公開制度の運用過程で，現在までに何らかの市民参加を導入した自治体

は，対象自治体全体の 3分の 1に過ぎず，特に市・特別区では3割足らず，町

では 1割 (1町)に過ぎない。(質問12)

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
課
題

制度運用過程での市民参加施策の有無と，制度運用期間の長さとの関係は次

のとおりである。(クロス 9)

クロス表。

都府県:サンプルに片寄りがあるため，比較できない。

市・特別区:

市民参加施策あり 26 ヶ月

H なし 13.9 

H なし(含要綱) (11.9) 

町:サンプルに片寄りがあるため，比較できない。

サンプルに片寄りがあるので市・特別区においての比較にとどまるが，制度

運用過程で，何らかの市民参加施策を実施した自治体の平均制度運用期聞は，

現在まで未だ市民参加施策を行っていないそれに対して，26ヶ月であった。

要綱の形で実施の自治体を含めて平均自治体における平均制度運用期間は，

制度13.9ヶ月，要綱で実施の自治体を含めないと，平均 11.9ヶ月となった。

運用の過程で現在まで市民参加施策を実施していない自治体においても，今後

何らかの市民参加施策が行われる可能性は残されていると考えてよいであろ

う。

制度運用過程での市民参加施策を，制度策定過程での市民参加施策と同様に一
七
七
〈
二
八
)

分類してみると次のようになる。(表一7参照)

なお本質問では， r市民への制度の PR・広報」を市民参加施策としてあげ

ている自治体が，特に町においてその半数に当たる 5自治体，都府県で2自治

第一義的には市民の制度利用の体みられたが，市民への制度の PR・広報は，



表-7 制度運用過程での市民参加施策

都 府 県 市特-別区 町

意識調査 3 。 。 3 

シンポジウム 。 1 。 1 

運営審議会 2 2 。 4 

その他 1 。 2 

なし 129  ーと _I_~
(記述式・複数回答)

増加を目的としたものであって，制度の運営自体に関する要望を市民から吸い

上げる効果は，第二義的なものであるといわざるをえなし、。そのため，ここで

は制度の PR・広報は， 制度運営の上における市民参加施策のなかには含めな

かった。もちろん，質問2においてみられたように， r広報紙による意見の募

集」と明確に限定されている場合は別である。この場合は狭義の広報というよ

りもむしろ，事実上，広聴と呼びうるものだからである。

制度の運用過患で，市民から働きかけがあった自治体は東京都，大阪府，春

日市，緒方町の 4自治体に過ぎなかった(質問13)。

制度の運用過程での市民参加施策の有無と市民からの働きかけの有無との関

係は次のとおりである。(クロス10)

都府県

有

運動有 I2 

運動無 I3 

無回答 I0 

無

クロス表ー10

町

山1 I 2 1 

制度運用過程での市民参加施策と市民の働きかけとの間の関係は，制度検討

過程での市民参加施策・市民の働きかけの間の関係と同様に，市民参加施策が

七
ノ、

九



と同時に，実施された自治体‘のほぼ半数で，市民からの働きかけがみられる。

検討期間と閉じくここでも市民参加施策が行われなかった自治体においては，

ほとんど市民からの働きかけもみられなし、。

他の自治体における市民からの働きかけとは，具体的には次のようなもので

ある。

「手数料減免(視聴及び写しの交付に対して)に関する要望があった。J(東

京都)

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
諜
題

「条例の解釈運用に関する意見書の提出J(大阪府)

「わかりやすい制度内容を示した『手引書Jを全世帯に配布してほしいとい

うこと。(これに対しては，市政だより，パンフレット等により全世帯配布し

ている。)

条例施行時において昭和57年度の情報から対象とし，それ以前については，

整理終了次第対象に含めていくこととしていたので，それ以前の情報について

も早急に対象に含めてほしいということ。(これに対しては，嘱託 1人を雇用

し，整理中である。)

これを受けて，議員提案実施機関のなかに議会を含めるよう働きかけあり，

で当条例の一部改正が上程され，改正になった経緯あり。J(春日市)

制度の検討期間における市民参加施策・市民の働きかけの有無と，制度の運

周期間における市民参加施策・市民の働きかけの有無との関係は，次のとおり

である。(クロス11)

制度の検討期間と運用期間とを比較すると，市民参加が検討期間よりも運用

期間の方でより進んでいる自治体は2自治体(春日市，岡山県)である。そし

て，検討期間と運用期間とが同程度の市民参加である自治体の数は10自治体で一
七
五
〈
一
一
一

O
)

あった。制度の検討期間に比べ，運用期間においては市民参加が後退している

自治体は合計13自治体となった。検討期間での市民参加の現状と，運用期間で

ちょうど検討期間や運用期間における市民

参加施策と市民の働きかけとの聞の関係と同様であるといえる。つまり，検討

の市民参加の現状との間の関保は，



クロス褒ー11

検討期間での施策・運動

都 府 県
市・

町 百十
特別区

策施 施 fiIij‘ 策施施丙 策施施両 施策 施雨

策者 策者 策者 策者

蓄有 の な 事有 のな 遣有 のな 蓄有 のな
み し みし みし みし

「運用期間J

施策・運動有 2 。。。1 。。。。2 1 。
施策のみ 2 。1 1 。。。1 。3 1 1 

運動のみ 。。。。。。。1 。。1 。
施策・運動無 2 。。。5 3 1 2 3 3 7 6 

期間での市民参加の現状が運用期間での市民参加の現状を規定するということ

である。

制度の運用期間における市民参加施策・市民の働きかけの有無と，制度化の

きっかけとの関係は次のとおりである。(クロス12)

一
七
閉
会
二
)

クロス表-12

制度化のきっかけ

都府県
市・

町 計特別区

民市 会議 行政 市民 会議 行政 市民 会議 行政 I 民市 会議 政行

「運用期間」

施策・運動者 。。2 1 。。。。。 1 。2 

施策のみ 。。2 。。。。。1 。。3 

運動のみ 。。。。。。1 。。1 。。
施策運動無 。1 1 1 5 3 1 3 4 2 9 8 

先程，制度の検討期間における市民参加施策・市民の働きかけの有無と，制

度化のきっかけとの関係をみた。その結果， r議会の活動」が制度化のきっか

けとなった場合と， i行政の決定」が制度化のきっかけとなった場合とでは，



検討期間における市民参加施策・市民の働きかけの有無については差がみられ

ないことがわかった。

今度は制度の運用期間における市民参加施策・市民の働きかけの有無と，制

度化のきっかけとの間の関係をみた。その結果，先程とは異なり， r議会の活

動」が制度化のきっかけとなった場合と， r行政の決定」が制度化のきっかけ

となった場合との間には，運用期間で、の市民参加施策・市民の働きかけの有無

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
課
題

において大きな差があることがわかった。

「行政の決定Jが制度化のきっかけとなった自治体においては，制度の運用

期間における市民参加施策・市民の働きかけの有無の比率は 5: 8となってい

るが， r議会の活動」が制度化のきっかけとなった自治体においてはその比率

はo: 9となっている。

市民の情報公開制度の利用状況に対しては，都府県，市・特別区では「満

足Jしている自治体が多く，町では「満足Jと「不満Jとが二分した。(質問

14)。

という回答には次のようなものがある。例えば「満足J(広義)

「県民の県政に対する信頼感あるいは不信感が，利用状況に直結するとは断

定できない。従って，利用状況の多寡によって，満足，不満足を判断すること

しかし従来の広報広聴活動に加え，県民からの請求により様々

な分野の多くの公文書が公開されたことは，県民の県政に対する理解がより深

はできない。

まることにつながり，制度は当初の目的を達成しつつあると考えられる。J(長

野県)

「満足している。

当区では，最初から利用件数を問題にしていない。むしろ，いつでも住民が一七三一〈一一一一一)

必要とするときに情報の公開請求ができる制度が確立されていることに意義が

あると考えている。J(板橋区)

「件数は少ないが，座談会等を通じても『いつで、も見られる』という安心感

また，職員については，文書の作成過程に緊を住民が持っていることが伺え，



張感がともない，良い意味で刺激になっている。ただ，住民の行政に対する

芦，疑問を，いろいろな機会を通じて表現してほしいと思う。J(金山町)

「利用状況はこんなものと考えておりましたので数の多少については不満は

ありません。ただ，現実問題として PR不足な面はありますので，その面の解

決が今後必要です。J(蒲原町)

「不満足」の回答には次のようなものがあった。

「営業関係，利害関係等の請求が多く制度の目的の理念に沿った請求が少な

い。J(川崎市)

「制度施行前に予想した利用状況に比べ，非常に利用者が少ないことは意外

ここを訪れる市である。但し，同時に開設した市政情報コーナーについては，

民の要望に十分答えられる体制にあり，満足している。J(岐阜市)

「制度としての利用状況には満足とは言えない面もあるが，反対に，公開請

求をしなくても，市政がすでに市民に聞かれていると考えることもできる。J

(東久留米市)

「住民の町政参加を目指して制度化したが，その趣旨にそった公開請求が少

ない。J(南条町)

まもなく 1年半になるが請求件数「満足はしていない。制度を発足して，

5件と少なく，町民が制度に対する理解をしていないのではないかと思tま，

う。町政に対して，積極的な参加が望ましい。J(朝地町)

「請求するのは町民等で，行政はあくまで受け手であることから利用状況の

結果については客観的なものと受けとめているのでどうあるべきだと言うべき

しかし，全体の70%が主として町民以外の業者によるものではないと考える。

一
七
二
〈
一
三
ニ
)

工事指名，入札結果情報であるので，町民の利用がもう少し増えればベターと

思う。ただ，町民からの請求が広範囲な分野に分布しているのが救いである。」

(入善町)

f1.情報公開制度の検討の段階においては，住民参加の形を取り入れたが，

制度が発足した現在，住民が本制度を十分活用され，住民と町とが共通の基盤



と認識に立って，住民参加による町政を進めてほしL、。

2.活用が特定偲人，特定政党に片寄りがちである。

当町での制定経過(住民委員会を核にした住民参加の町づくりを推進させる

しかし住民参加のための施策)を考慮すればある程度，町民の関心が高い。

町政を進めるための手立てとして制度化した割には，利用状況は，不満足であ

る。

情
報
公
開
制
度
の
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状
と
課
題

より以上に『情報提供』の必要性有り。

現在，情報公開運営審議会で『情報提供条例』制定の可能性を検討願ってい

る。j(島本町)

「満足j，r不満足」どちらの回答にも共通するのは，制度利用件数全体が少

ないということ，利用のなかでは営業関係が多く，一般市民の利用が少ないと

いうことである。都府県の回答では，利用件数そのものよりも，運用がいわゆ

る順調に行われているか否かを「満足j，r不満足jの判断基準として用いる傾

向が目立った。

制度の利用件数自体に「満足」している自治体は埼玉県，新潟県(要綱)，

春日市である。

「昭和58年6月1日から昭和61年 1月31日までの利用状況をみると，受付件

数が10，000件を超え，その公開率も99%を超えるなど高い実績を挙げており，

ほぼ順調に推移していると考えられる。j (埼玉県~)

「利用状況については，現在の件数，内容を予想していた。j (新潟県)

「春日市の利用状況については，他の自治体との人口割からすると非常に多

いと思われる。j (春日市)

制度の利用状況についての自治体としての評価L 制度の運用期間における一
七
一

市民参加施策・市民からの働きかけの有無との関係は次のとおりである。(ク

ロス13)
〈
一
ニ
四
)

制度の運用期間において何らかの市民の働きかけが見られた自治体では，制

度の利用状況について「不満」と回答した自治体は一つもない。



クロス表一13

運用上での市民参加施策・市民の運動の有無

市特-別 区都府県 町 :十

施施阿 施策 施 両 施施雨 施施両
策 策 策

策 者 策 者 策 者 策 者

還動有 みの 無
遂 の

有j動室 み町γ 無
遂の

動有み無 望み無

利用状況

満足 2 2 2 1 。3 。1 3 3 3 8 

不満 。1 。。。2 。。3 。1 5 

無回答 。。。。。2 。。010  。2 

制度の運用期間においてι何らかの市民参加施策を行った自治体においては，

制度の利用状況について「満足」と回答している自治体と， i不満Jと田容し

ている自治体との比率は 6: 1だが，市民参加施策も市民の働きかけも見られ

ない自治体ではその比率は 8: 5，無回答も含めると 8: 7となった。

クロス13と同様に，制度の検討期間における市民参加施策・市民の働きかけ

の有無と制度の利用状況についての自治体としての評価との間の関係は次のと

おりである。(クロス14)

一七
O
(一一一五)

クロス表時14

| 検討期間での市民参加施策・市民の運動の有無

都府県喜別区 町 i 計
施策 施雨 施施雨 施策 施間 純策 施河

策 策
策 者 者 策 者 策 者

還 の
遂動有 みの 然 運動有 みの 無

動有み無

利 用 状 況

満 足 6 。。3 4 。。1 1 9 5 1 

不満 。。1 。1 1 1 2 2 I 3 4 

無回答 。。。。。2 。2 。。2 2 



制度の検討期間において市民参加施策が行われ，市民からの働きかけもみら

自治体の評価として「満足」と「不れた自治体では，制度利用状況について，

満足Jとの比率は， 9 1である。

それに比べ，市民参加施策のみが行われた自治体においてはその比率は5: 

3，無回答も含めると 5: 5となる。市民参加施策も行われず，市民の働きか

けもみられなかった自治体では， r満足J，r不満足」の比率は 1 4，無回答

情
報
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開
制
度
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と
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も含めると 1: 6となった。

また，制度の利用状況についての自治体の評価は， r満足JとL、う回答にも，

「不満足Jとし、う回答にも「制度利用件数の少なさJが共通して述べられてい

る。逆にクロス13・14でみられるように，制度の運用期間・検討期間における

市民参加施策・市民の働きかけの有無が「満足」・「不満足」の判断の尺度にな

っているらしいことを考えるわせると，利用状況の客観的状態のいかんにかか

わらず，運用期間・検討期間で市民参加施策を行い，市民からの働きかけがみ

自治体としては制度の利用状況について「満足j しているこられさえすれば，

とが伺える。

そこに至る過程のみに着目して評価を下す傾向客観的な結果を直視せず，

は，制度の検討期間における市民の参加の現状についての自治体の評価(グロ

ス3・4)のときにもみられたことである。

質問10・11でその有無をJ尋ねた運営審議会・救済機関の，活動状況について

の自治体の評価は大きく「満足」と「活動(少)ない」に分かれた(質問15)

もう少し仔細にみていくと次のようになる。(グロス15)ヵ:，

対象25自治体全体の「満足Jを主に構成しているのは，運営審議会・救済機

関両者のある都府県，市・特別区と，両者が同一である市・特別区である。反一
六
九
(
一
一
一
六
)

対に「活動(少)ない」を主に構成しているのは救務機関のみが設置されてい

る町であることがわかる。

情報公開制度の運営にかかる行政コストと，制度化による行政効果とのパラ

自治体としてどのように考えているのかを質問16で尋ねた。ンスについて，



クロス表団15

運営審議会・救済機関への評価

都府県
市・

町 五十
特別区

j椅
活動な

満
動活な

満 活動

な
足 し、 足 L、 足 し、

機審議関会・救済

両者有 3 。 2 1 1 。6 1 

同一 1 。 3 1 1 。 5 1 

救済機関のみ 1 。 2 1 。7 3 8 

審議会のみ 。。。1 。。。1 

その結果，全体の 3分の 2の自治体が広い意味での「満足Jと回答し， i不

満Jと回答した自治体は見当たらず，そのかわり無回答が目立った。そこで，

ここでは広い意味での「満足Jを仔細にみていくこと tこする。(表-8参照)

狭義の「満足」の次に多かったのは，情報公開制度においてはコストを問題

としていないという回答であった。具体的には次のようなものである。

表-8 情報公開の行政コストと行政効果とのバランスについて

都府県 市・特別区 lllJ 言十

満足(狭義) 4 I→ 2 I 9 

コストやむを 1 情一. 7 
えず

他異の施策とは 1 問題にしてい 1 
なる ない

考察不可能 1 コストをかけ 1 → 1 
ていない

~ I→ 3l 
4 

経過をみる 4 2 → 2 

職員に効果 i→ 1 I 2 

制着度の進拡充めと 1 |! 定ば若意しなけれ 1 I 2 
定をる 味がない

六
人

{
三
七
)

(複数回答)



「そもそもこの制度は，行政コストと行政効果のバランスというファクター

については地の行政施策と異なった考慮を要する側面がある。制度開始後 1年

余りでは，県民レベルの実質的な行政効果は把握で-きない現状であるが，職員

に関しては，請求者との対応，検索目録の整備等な通して，公文書は県民の共

有財産であると認識し文書管理が見直され行政事務が効率的に執行されるな

この職員の意識の確立が制度の趣旨につながるものと考えてどの効果があり，

情
報
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開
制
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と
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この面では効果があがっていると思われる。J(長野県)おり，

「行政コストと行政効果のパランスは問題にしていない。制度の存在そのも

のに意義があり，制度運営に必要なコストはやむを得ない。J(板橋区〉

次いで、，文書管理の効果をあげた回答と「経過をみるJとした回答とが同数

であった。

「従来，行政のもっている情報の公開ということについて，明記したものが

なく，公文書規定のなかで，関覧要求があった場合は，課長の判断で閲覧させ

明確な規定がなかった。要綱による制度化にともることができる規定のみで，

ない，公開等の手続きを明確にし，公開の対応を，担当課とする等明確に規定

したもので，公開制度の実施について特に多額の費用はかけていない。

文書芸整理の商では，効果があると考えている。

公開の件数は制度化以前とあまり変わらない。J(高山市)

「行政効果は文書管理面としては上がっていると思いますのでその点は満足

もっと安く出来るこのコストは工夫によっては，度は高いと思います。ただ，

と思いますし，行政効果はこのような制度を実施したからといってすぐに現わ

れるものではないと考えますので時間をかけて見ていきたいと思います。J(蒲

原町)一
六
七
(
一
一
一
入
)

「職員に効果」とし、う回答と， 1"制度の定着を進める」とし、う回答が次に並

んだ。

「本町は専任職員を配置せず，受付も簡易なものは各課で対応している。当

ファ初経費も公開コーナーの設置とファイリングボッグスの購入程度である。



イリングボックスは，文書の整理保存が主目的であるので情報公開制度の直接

経費とは言い難い。一方，行政効果の評価は測定し難いが，文書の整理が進展

したこと，職員に緊張感が生れたこと，制度以外の情報提供が増加したこと等

の相乗効果が認められ，現状に不満はない。J(入善町)

「情報公開にかかる行政効果の把握には，難しい商があるが，制度化に当た

り，十分行政コストと県民の利便性等の調整を行なったところである。しか

し，費用対効果の問題について，常に考慮しなければならない課題であり，今

後も制度の拡充と定着を進める考えである。J(埼玉県)

自治体の規模でみると，都府県，市・特別区において.r費用対効果は気にし

ていない」という自治体が多く，町において「文書管理に効果があった」とい

う自治体が多い。

情報公開と情報提供との違い，関係について自治体がどのように考えている

のかという質問に対する回答を分析してみると，最も多かったのは，情報公開

は市民の行政への請求によって行われるのに対し，情報提供は行政が市民に対

して行うものであるとする回答で，対象自治体全体の約半数の自治体がこのよ

奏曲9 情報公開と情報提供との遣い

都 市

府 . 計

県 特別区

公際)市民→行政 5 14 

提供)行政→市民

公悶義務関係 I2 4 10 

提供)任意

公一… l3 
3 7 

提供)情報加工

提供つ公 開 4 5 

公開つ提供 1 2 

明確でない I 1 (要綱) 。 1 

」、』、
-
ノ
}
ノ

九

(選択式・fJ自~[.!ï答)



うに回答している。(表-9参照)

次いで多かったのは，情報公開の場合は市民と行政との間は権利義務関係に

よって結ぼれるのに対し，情報提供の場合は権利義務関係はなく，提供はあく

対象自治体全体の 3分のまで行政の任意で行われるものとする回答であり，

1の自治体でこの回答がみられた。たとえば板橋区は次のように回答してい

る。

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
課
題 「・情報を求める側の権利，求められた側の提供義務の関係。

-当区のような基礎的地方公共団体では，情報提供(資料提供・行政広報・公

表制度)など積極的に行なうことによって情報公開の実を挙げ得ると考えてい

る。」

他には，情報公開の場合は行政情報をそのままの形で市民に公開するのに対

し，情報提供ではその情報を加工して市民に提供するものであるとする回答が

7自治体においてみられた。具体的には次のような回答である。

「情報を提供するという点については効果は同じものだと思います。

ただ，公開制度は行政当局の裁量権をできるだけおさえることにより住民側

の開示請求権というものを法的に保障することに意味があると考えます。その

ボリュウム，時期が提供制度では裁量権のう

えで当局の意志のままに行なわれる危険性が高いと思われます。J(蒲原町)

点で当局側で提供する情報の質，

「どちらも『知る権利』を満足させるための両輪であると思います。利用者

ここに言う情報提供で対応側にとっては，公文書名を指定することは難しく，

しても同ーの効果のあるもので有ればそれで十分であると思います。なお，広

義の広報等含めた情報提供施策をもって情報公開制度に変えることは，行政側

の都合で加工された情報しか利用者は入手できず『知る権利』を一見満足させ一
六
五
(
四

O〉

るようでその実民主性のあり方に照らして危険であり望ましくないものと考え

ます。J(秦野市)

その逆に情報提供は

2自治体においてみら

その他，情報公開は情報提供に含まれるという回答と，

情報公開に含まれるとする回答が，それぞれ5自治体，



れた。次のような回答である。

「情報公開とは，公文書の公開，情報提供，自己清報開示(プライバシー情

報を本人に限って開示する制度)，会議の公開を内容とする総合的な制度であ

り，情報提供とはそのなかで，府民の求める情報を権利としての請求を待つま

でもなく，提供するものである。J(大阪府)

「情報提供のできない公の情報を制度の範囲で公開することができるのが情

報公開で，より民主的な政策と考える。J(金山町)

なお，要綱の形で実施している岡山県は情報公開と情報提供との違いは明確

ではないと，回答している。

第5節情報公開制度運用の現状

各自治体;における情報公開制度の担当者が制度の運営のうえで，臼々感じて

いる問題点・課題としては，やはり公開・非公開の判断が最も多かった(質問

19)0 (表一10参照)

これは，制度策定において特に参考とした他の自治体のどのような点を参考

としたかとしづ質問 6の結果と同様の結果である。自治体の規模別にみると，

情報公開に「前向き」のグループの回答が都府県に，また市民・職員の「意識」

を問題とするグループの回答が市・特別区に多くみられた。

それぞれを具体的にあげれば，次のようである。

「今まで，自治体は制度を作ることが目的であり，制定後この制度がどのよ

うに運用されるかについては，比較的無関心であったように思う。制度導入の

目的の一つである『行政への市民参加』を達成するためには，制度そのものの

啓発も重要であるが，それよりも市誌の行政に対する関心をし、かに高めるかが 六

四
より大きな課題である。J(岐阜市)

「第 1に運用する側の意識の問題が挙げられるo 例えば適用除外事項は運用 5 
次第では秘密保護制度ともなりうるし，当市の場合要綱であるためなおさらで

ある。



公開担当者の感じる問題点
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表-10

市

特別区

都
府
県

計

11 

町

計 5
21 

1 > 3 

o J 

1 

1 

0 

計 7

~) 5 

1 

0 

。。

η

。

計
叫
ω
l
u
o
o
o

「実務」

プライバシ}

公・非の判断

第三者情報

文書管理

情報加工

公開と提供との境

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
課
題

計 8

1 計

0

0

0

0

1

3 計

1

1

0

1

0

4 計

o
o
-
-
2

F前向き」

提供の充実

広報・公聴の充実

会議公開

情報化社会

より良いものに

1 計

0

1

0

5 一計

1

0

4

n
u
n
U
A
U
 

「意識」

市民意識

件数少ない

職員意識

言十 6 

言十 6 

言十 7 

2 

4 

3 

1 

1 

2 

問題点なし

無回答

(記述式・複数回答)

第2にこの情報公開制度自体まだまだ未成熟の制度だという点である。知る

側と知られる側のどちらが公益上優先するのか(例えば 61.2.16付け各紙で報

一つひとつ道された神奈川県の企業情報に関する審査会答申)等難点が多く，

の積み重ねを待つしかないのではないかと思われることがある。

第3にこの制度は国民の人権とも密接な関係にあるのに地方(自治体ごと)一
六
一
一
一
〈
四
二
)

によってその内容が様々である点も大きな課題であろう。J(秦野市)

「・情報管理を適切に行なうべく職員の意識改革に力を注ぐ必要がある。

ニーズにあった情報の収集に力を注ぎた

い。あわせて，情報提供施策の充実のための手法を検討したい。J(板橋区)

-住民の情報ニーズを適切に把握し，



「・制度がより多く利用できるような方向を考えなければならないのではな

いかと思う。

・現状では，請求件数が少なく住民が制度を理解していないのではなし、かと不

安がある。J(朝地町〉

「問題点・課題なし」と回答した自治体と無回答の自治体とを合計すると，

対象自治体全体の約半数に上る。特に都府県，町で多いのであるが，担当者の

無気力な姿勢が感じられる。

「日々の問題点・課題Jと制度検討期間における市民参加施策・市民からの

働きかけの有無との関係は次のとおりである。(クロス16)

クロス表明16

都府県 市・
町 言十

特別区

施施雨 施施問 施施 雨 施策 施 雨

手策者 宅策者 宇策 者 策者

蓄有 の な 蓄宥 のな
還のな 還のな

! み し み し 動有みし 動有みし

問題点

実務 2 。。2 3 2 1 2 。
5 5 2 

前向き 3 。。。2 。。。。
3 2 。

意識 。。。。3 2 。。1 。。" 3 

1 。1 2 。。1 4 1 

無回答 1 。1 。1 。。2 1 I 1 3 2 

(複数回答)

「前向き」な回答をした自治体と， r意識」に関するものを問題点としてあげ

た自治体とを比較して見ると，制度の検討過程において市民参加施策・市民か 六

らの働きかけの両者共に見られなかった自治体では， r意識」に関する問題点 〈

四
はあげられているが， r前向きJな田容は見られない。市民・職員の意識改革 さ

という認識はあるのだが，そのための施策を行っていこうとし寸姿勢に欠けて

いると考えられる。



情報公開制度の今後の展望第6節

情報公開制度が今後，他の自治体に広がるか否かについては，全体の 3分の

2の自治体が「広がる」と回答した反面，町の約半数が「広がることが望まし

い」と，暗に，広がりにくいと考えていることを示した(質問21)0 r広がるJ

と回答した自治体は次のように述べている。

この「他の自治体の情報公開の制度化への取組状況から判断すると，今後，

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
課
題

このことは，行政制度が全国の相当数の自治体に広がっていくと考えられる。

の公正な執行と住民の信頼の確保及び参加型地方自治の確立等から，望ましい

ことと考える。J(埼玉県)

その段階になると各自治「当然，多くの団体が導入していくと思われるが，

体の非公開項目の違いが問題となるのではないか。J(岐阜市)

「現在検討中の自治体は多く，徐々に広がるものと考えます。

一般論として，第 1に行政側にとってはあまり進みすぎるのしかしながら，

は困るという意識があろうし，第2に我国に国民主権主義が意識のうえで根付

いているかどうかということとも関連して住民が真に必要性を感じるほどには

なっていないのではないかということもあり，第3にマスコミ等による一時の

爆発的ブームは去った感があり既に制度化した自治体の中には，種々の問題点

が露見してきたところがあり慎重論も出てきている，等の理由から“回りの様

ここ 2~3 年の関に一気にひろがると子宏伺いながら"という自治体が多く，

いうことにはならないであろうと思います。J(秦野市)

また，市民の市政に対す「行政の保有する情報は，市民共有の財産であり，

さらに情報公開制度は広る関心を高めるためにも必要な制度である。従って，

まっていくと考えている。J(稲沢市)一
六

より広がっていくと考えている。開かれた行政を目指すうえで基本「今後，
〈
四
回
)

さらに活発になると思われ

「広がっていくと思う。全国の自治体が，制度になれすぎないでト，いつも慎

的なことであり情報公開制度を実施する動きは，

る。J(高山市)



重に取り組み，内容が薄くならないようにすれば望ましいと思う。J(新庄市)

「全国的に情報公開制度を検討してし、る自治体が増えている状況にあり，住

民の知る権利を保障し，開かれた行政を遂行するには，有効な手段として考え

られるので，今後は確実に広がっていくものと思料される。J(入善町)

「住民の価値観，行政への関わりに関心が向き，税の効果的運用を直接監視

する目をもつようになるだろう。当町以外の自治体については，住民からの要

望により制定されるケースが多いことをふまえても，今後の波及が予期され

る。J(金山町)

町においては，情報公開条例を制定するということ自体が目的となってしま

い，兵体的な運用の面，市民や職員の意識の改革といった函に対する配慮が足

りなかったために，制度の利用状況がいたって低調となっている自治体もみら

れる。制度が他の自治体に広がるか否かを考える場合，自らの自治体における

制度の現状をもとに考えがちである。その反映として，他の自治体に情報公開

制度が広がる可能性について半ば否定的な展望が導き出されたのであろう。

「本制度が全国的に実施されることが望ましい。

『寄(ママ)らしむべし，知らしむべからず』の意識が余りにも強く，この

意識を改革しないことには，まだまだ真の情報公開制度が育たない。本制度

は，いままで秘密を原則にしてきた役所の文書をこれからは公開を原則に切り

替えるものである。従って，行政の側には，相当大きな自己革新が必要であ

り，その事業に取り組む決意(職員意識)が大事である。J(島本町)

「住民のための開かれた自治体を実現し，住民と自治体との信頼関係の確立

のうえで望ましいことだと考える。J(三重町)

「・広がるべきと考える。 六

・住民がより利用しやすい制度にすることが望ましい。J(朝地町) 2 
四

制度運営の担当者があげる問題点・課題と制度が他の自治体に広がる可能性 さ

についての回答との関係は，次のとおりである。(クロス17)

制度の問題点・課題について「なし」と回答した自治体や無回答の自治体で



クロス表団17

制度が他自治体に広がる可能性

都 府 県
市・

町 言十
特別区

広 5護
広治1 

望 広が
亡与主耳二

広ヵ: 望
t;'， 
る む る む る む る l む

問題点

実務 。 3 4 1 3 2 7 6 

前向き 2 2 2 1 。。 4 3 

意識 。。 2 3 。 1 2 4 

な し 1 。 3 。 2 。 6 。
然 回答 2 。 1 。 2 1 5 l 

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
課
題

は，情報公開制度は今後他の自治体へ広がるという観測をしている自治体がほ

これはただ漠然と，情報公開制度は全国に広がとんどであるのが注目される。

っていくだろうというムードを自治体として感じての回答なのではあるまい

カミ。

情報公開制度が今後，国政において実施される可能性については， r実施さ

れないJ，r実施されるべきJ，rわからなL、J，無回答の自治体を合わせると，悲

観的な見方をする自治体が全体の 3分の 2に上った。(質問22)(表-11参照)

例えば入善町は次のように回答している。

「大規模な組織機構とおびただしい情報量，陳情行政に象徴される補助金制

度と権力の集中化等を考撮すれば，余程慎重な対応が必要とされ，無理であろ

制度が国政で実施される可能性

I I都府県 特市・別区 町 言十

実施される 1 6 1 8 

実施されるべき 3 4 6 13 

実施されない 1 。 1 2 

わからない 3 2 1 6 

無回答 。 2 1 3 

(記述式)

表-11

一
五
九
(
四
六
)



うと考える。」

「実施される」とした自治体の回答も， r制度化に至るまでの課題や諸問題

(長野は自治体の比ではないと思われることから，早期実施は難しいだろう

(豊島区)J(岐阜市)J，rlO年後には実施されると考える県)J，r時間は要する

のように時間はかかるという見方をしている。

秦野市は次のように回答している。

「既に検討機関を設け検討中であると聞いています。

まず 1~2 年中にプライバシー保護を，昨年度中，ある講韻会で担当者は，

その後情報公開をと言っlていたがプライバシ一保護法制化の遅々として進まな

いのをみると情報公開は早くてもあと 3年以上はかかるのではないでしょう

しかし，制度化するのは先進諸外国との足並みという点を考えても間違い

ないでしょう。

か。

国政はその権力が巨大であるのに(そこには直間比行政学的問題であるが，

率といった税制も絡むが)国民から遠く，国民の知りえない部分が多すぎる。

本来情報公聞が必要なのは地方よりも国政であると思われる。

自治体としての立場“本当に"望ましし、か否かはその内容しだいであるが，

から言えば『地方自治体 (LocalSelf-Government) jJの尊重のうえでの法制化

で・あればと願ってLる。」

国政における情報公開制度の実施は，地方自治体の場合に比べ困難が伴う

が，本来その必要性はより高いという点で，各自治体の認識は共通している。

一
五
八
〈
四
七
〉

情報公開制度のあり方第 2掌

自治体における情報公開制度の典型的状況第 i節

アンケート調査によって明らかになった，行政側からみた自治体の情まず，

報公開制度の典型を浮き彫りにしてみよう。

0都府県，条例実施の場合



l首長の決定}が制度化のきっかけをつくり，制度策定過程においては(意識

調査，公聴会，懇話会)等の市民参加施策を行い，市民からは{意見書の提出

{採用点は別にないいけれどもそのようがみられたが，それによる制度への

な(市民参加の現状には満足}している。特に参考としたのは(神奈川，埼玉}

とした。検討期間の長さは(約4年}。

{担当組織は独立}

{全般を参考)の両県で，その

して設け，となっており，制度名称は(公文書公開条例)

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
課
題

{人員は15名}。運営審議会・救済機関とも(偲別に設けられている)。

制度の運用に当たっては{意識調査，運営審議会)等の市民参加施策を行な

(利用状況につい(働きかけはみられない)。制度のっているが，市民からの

し{運営審議会・救済機関の活動状況についても満足)しており，ては満足}

しているている。制度にかかるコストと効果とのノミランスについては{i両足)

または{問題にしていないいなお，情報公開と情報提供との違いは{情カ冶，

にあると考えている。報加工の有無)

(公開・非公開のしており，利用件数については(公開・提供ともに把握)

{前向きに取り組んで、いきたい}。だが，判断が問題点)

もちろんそれはし，(他の自治体へも広がっていく)情報公開制度は今後，

{望ましいこと)だ。国政での実施は{望ましL、}が，実現するか否かは{わか

らないん

Oi'行・特別区，条例実施の場合

または{首長の決定}が制度化のきっかけとなった。制(議会の活動)か，

度策定過程においては{懇話会，意識調査}等の市民参加施策を行ったが，市

{採用点は(働きかけはみられなかったい市民参加による制度への民からの

している。特に参考と別にない}が，そのような(市民参加の現状には満足}一
五
七
〈
四
八
)

にした。検討期間の両県で(非公開の基準を参考)したのは(神奈川・埼玉)

の長さは(約3年}。

制度名称は (1982""-'84年に実施された市・特別区では情報公開条例， 85年に

入って実施された市・特別区では公文書公開条例}となっている。担当組織は



{文書・法制系}か，または{総務・庶務系}で{人員は5名}。運営審議会・

数済機関は(個別に設けられている}か，または{同一}。

制度の運用に当たって(市民参加施策は行っていない} L，市民からの{働

きかけもみられない}。制度の{利用状況については満足}しており， {運営審

議会・救済機関の活動状況にも満足}している。制度にかかるコストと効果と

のバランスについては{満足}か，または(問題にしていない}。なお，情報

公開と情報提供との違いについては{公開は市民の請求によるのに対し，提供

は行政から行う，公開では権利義務関係があるが，提供ではそれがない，情報

加工の有無，公聞は提供に含まれる}と考えている。

利用件数は(情報公開については把握しているが，情報提供については把握

していない}0 (公開・非公開の判断，職員の意識改革が問題点}である。

情報公開制度は今後他の自治体にも{広がる}し，もちろんそれは{望まし

いこと}だ。制度の国政での実施は{時間がかかるが実現する)と考えている

か，または(実施すべき}であると考えている。

0都府県，市・特別区，要綱実施の場合

(先進自治体に習って}制度化を進めた。

制度策定過程において(市民参加施策は行わなかった)し，市民からの{働

きかけもみられなかった}。もちろんそれによる{制度への採用点もない}。し

かし， そのような市民参加の現状については(満足}か， または(無回答}。

特に参考とした自治体は{神奈川県}か，または{特になし}。検討期間の長

さは， (都府県で約3年，市・特別区で約2年)。

要綱実施のため(制度名称は様々}で，担当組織は(総務課}か，または

{文書課}であり，人員は{都府県で1.5名，市・特別区で3.5名)。運営審議 五
ー』/、

会・救済機関{ともに設けられていない)。制度運営に当たって市民参加施策 ( 

は(行っておらず)，市民からの働きかけも{みられないい制度の利用状況に

ついては{無回答)。制度にかかるコストと効果とのバランスについては{満

足)。なお，情報公開と情報提供との違いについては(様々}な考えがある。

四

ち



利用件数については{公開については把握しているが，提供については把握

{問題点については様々}なものがあげられている。していない)。制度の

、，
、・Eもちろん{望ましい}し，情報公開制度は今後他の自治体にも{広がる)

と考えており，市・特別とだ。制度の国政での実施は都府県は{わからない}

と考えている。区は{時間はかかるが地方自治体よりも必要である}

0町，条例実施の場合

情
報
公
開
制
度
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現
状
と
課
題 {首長の決定)が制度化のきっかけとなった。制度策定過程では{公聴会，

{働きかけはみられなかっ市民からのの市民参加施策を行ったが，懇話会}

{制度への採用点はない}。そのような市民参加の現状に

ついては{満足)か，または{無回答}。特に参考とした他の自治体は{神奈

で， {非公開の基準について参考}とした。検討期間の長さは{約2年)。

制度名称は{情報公開条例)か，

た}。市民参加による

川県)

または{公文書公開条例}。担当組織は(総

で{人員は3名}0 {運営審議会は設けられていない}が，務課}か{庶務課}

されている。{救了済機関は設置}

{働し，市民からの{市民参加施策は行っていない}制度の運用に当たって

または{不満きかけもみられない}。制度の利用状況については(満足}か，

である。(運営審議会・救務機関の活動は少ない)。制度にかかるコストと

効果とのバランスについては{文書管理に効果を感じており，満足}か，

足}

また

は{もう少し経過をみたい}。情報公開と情報提供との違いは{公聞は市民の

という点が異なる。請求によるのに対し，提供は行政から行う}

または{無回答}. 利用件数については{公開については把握している}か，

(提供については把握していない}。問題点としては{公非の判断をあげる}か，

または{無回答}。}
五
五
(
豆

O
)

と考える情報公開制度は今後他の自治体へ{広がるしそれは望ましいこと}

と考

アンケート調査結果をもとにまとめた，各層自治体の情報公開制度

であると考える。国政でも(実施されるべき}または{広がるべき}

えている。

以上が，

か，



これらを踏まえて情報公開制度のあり方を検討すの理念型である。次節では，

ることとする。

情報公開制度のあり方第2節

。情報公開制度の意義と問題点

第一に，情報公開制度は，市民による市民のための行政を実現するための手

段であって，制度の制定そのものが目的ではないという点である。後にも述べ

るが，真に市民のための行政を実現するためには，最終的には市民と行政庁両

そのためには市民は，行政者が共同で行政を行うことが必要である。そして，

への参加よりもむしろ参画を求めていくことが必要ではないかと思われる。結

しばしば形式にとどまる市民「参加Jに対果についての責任を伴わない反面，

して，行政の意思決定過程に実質的に加わるものが「参画」であり， もちろん

その意思決定の結果に対して市民も応分の責任を負わなくてはならない。

市民の行政への参画の実現という点を念頭において，現在すでに実施され，

ままたは実施されようとしている各自治体の情報公開制度を検討してみると，

ず認識されなければならないのは，現在すでに実施されている情報公開制度の

また現在策定が進んで‘いる各自治体における制度策定のやり方は，策定過程，

いずれも行政主導型と呼びうるものであるという点である。例えば，埼玉県公

文書センターが制度実施後に出した「崎玉県における情報公開制度化へのアプ

同県における情報公開制度化の過程の場に県民が初めて登ローチ」によれば，

場するのは， 1981年10月の，県政モニター 200人に対する意識調査であるが，

すでにそれ以前に「制度運営上の問題点等について」の検討， r公開手続，公

一
五
四
(
五
一
)

開の方法，紛争調整機関等について」の検討， r適用除外文書調査Jなどが1979

年11月の時点から行われている (6)。そして1980年11月には，岡県県民部自治指

興センター自治振興主幹の松本照登氏は，群馬県情報公開研究グループの聴き

と答え

ている。そして，県民が制度検討の場に次に現われるのは1982年 1月，情報公

取り調査に対して， r部外者の意見聴取は当面予定していない。J(5-1) 



同年の12月には条例は実施されている。開懇話会が設置されたときであり，

清水英夫教授は rcたとえば埼玉県や長野県)は，県民のための集会を一度も

また同県については， r市民団体『県民開いていない。J(10-2)と述べており，

のための情報公開を求める埼玉連絡会dI(一瀬毅代表)が，住民の要望を入れ

県情報公開準備室)と数回話 5しあった。だ同準備室(執筆者注させようと，

が，その意見，要望はほとんど反映されなかった。…広く一般市民から情報公

情
報
公
開
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と
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題

4月以降，数回予定さ1982年)同年(執筆者注開制度の要望を聴くとして，

れていた公聴会は，なぜか開かれなかった。当時， Ii"県民からいろいろな注文を

付けられると面倒だからだ。』と L、う声が県庁内で、聞かれたものである。J(1)と

いう指摘もある。

また，例えば東京都における情報公開制度の検討の場合，第一回の情報公開

懇談会において中村紀伊委員が，以前，消費者条例が東京都で検討された際の

それぞれの団体や共同の場でもって都の方からご状況にふれ， ，約四十数回，

説明を伺い，そして質問する要望書を出すというようなことをしたように記憶

それ以外にしておりますので，公聴会はぜ、ひしていただきたいと思いますし，

そういう形で，要するに情報公開制度ができたときには，都民も，自分もも，

参加して意見を出したんだとし、う気持があるような形で進めていただきたいと

思います。J(12-1)と要望したにもかかわらず， r情報公開制度について都民の

3時間20分の間に「関係各界J12人の意見を聴く会(公聴会)Jは1983年 9月，

一般公募による13人の意その一週間後，今度は 3時間半の間に，意見を聴き，

同公聴会の記録には次のように記見を聴くにとどまっている。(絞りちなみに，

されている。

なるべく広い範囲の方々に機会を多く設-・・懇談会の席上では，，0林座長一
五
一
一
一
〈
五
二
)

けて意見を伺うようにというご意見もあったわけでございますが，何分にも B

程の関係もございますので，やむを得ずこの公聴会を本日と19日の 2回行うこ

-・・本日は15名の公述者を予定しており

とにいたしたわけでございます。J(15吋 1)

西尾副座長)，0司会(執筆者注



お一方につきまして15分程度でご意見の発表をしていただきたし、と考ますが，

えております。…本日の公聴会は，諸先生方のご意見を十分拝聴しまして，今

後の検討に当たっての参考にさせていただくということでございますので，質

疑は予定しておりません。…意見発表は，先程申し上げましたように， 15分以

まことに失干しかと存じますが， 12分を経過した内でお願いしたいと存じます。

時点で事務局より発表者にその旨をお知らせさせていただきたいと存じま

す。J(15-2) 

自由人権協会理事で情報公開法を求める市民運動なお，同公聴会において，

運営委員の秋山幹男氏は次のように公述している。

「まず初めに，基本的な問題点について述べさせていただきます。それは，

この条例化は都のこの条例化の進め方自体にまず問題があるということです。

行政当局が発案をし，行政当局が立案をして現在に至っているわけで、す。いわ

こと情報公開制度ば行政主導型でもっぱら進められているわけですけれども，

に関するかぎり，行政当局主導による立案というのは本来あってはならないと

いったら言い過ぎかもしれませんが，基本原則に反するのではないかと思いま

この条例はほかの条例と遣いまして，市民が市民の行政に対するす。つまり，

こう L、う立法であります。つまり行政を法で縛る，そして市権利を確立する，

こういう問題であります。¥，、わば行政は利害関係人であり民に権利を与える，

この立案によって大変な不利益を受ける立場にあるわけです。…基本まして，

的には，市民がみずからの手で立案して行政を縛るというとちょっと言葉が過

したがいましぎるかもしれませんが，基本的にはそういう構造なわけです。

て，市民主導で立案されるのが本来だと思います。J(15-3) 

一
五
二
〈
五
一
一
一
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また，例えば神奈川県の場合についても次のような指摘がある。

「東京新聞の中間征二記者によれば，神奈川県の情報公開作業について，あ

そちらを県民に示すのだから，る幹部の『公開できないところを当局で絞り，

しかし，同記者の言うよう

やはり逆立ちしたアプロ

むしろ議論がしやすしサという言葉を伝えている。

に，そのほうが原案作りには効率的かもしれないが，



ーチであることは指摘されなければならなL、。

もともと，何度もいうように，知る権利にもとづいた公的情報公開の要求

は，国政・J)("政に対する不信とはいわないまでも全面的な信頼の欠如から生れ

たものであるから，制度作りに当たっては，窮極的なイユシアチブは行政当局

と思われる。J(10-1) に;話せられるべきではない，

そして，行政主導によって制度策定が進められるとし、う点は，制度化を行政
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公
際
制
度
の
現
状
と
課
題 自身が決定した自治体;においてはむろんのこと，制度化のきっかけを市民の運

動が作った数少ない自治体においても同様であるのが実情である。

さて，市民が行政に参画するには行政の意思形成過程の情報の公聞が不可欠

だが，行政主導型の制度策定の方法を用いては，制度の対象情報に行政の意思

そもそもというのも，形成過程の情報を含めた情報公開制度は作られにくい。

情報公開制慶というのは，従来の意識のままの行政にとってはありがたくない

ものなのである。

例えば，情報公開を実絡している蒲原町に対するその所在!乳静岡県の態度

をみよ。

「…神経をとがらせたのは静岡県。…L、ろいろ聞いただし， w…蒲原町へ出

す文書だけは慎重に扱うぞ』とけん制する一幕もあった。

こんなに県から圧力を受けたことはなかった。今『三十年近く役場tこいで，

それほど!間期的なことだったのだろう』と山時孝一総務課長。J(22)思うと，

みみずからの替を締めると捉えられがちな情報公開制度を，行政にとって，

ずからの立場からではなく，市民の立場に立って検討するということは考えに

くい。

東京都における情報公開制度の策定過程では，情報公開懇談会の中で，次司了一
五
一

ような審議が行われたことが懇談会の提言のなかに記されている。
〈
五
四
)

「対象情ー報を『事案決定又は公的処理を終了した情報』とする報告書(執筆

東京都情報公開準備委員会報告書)に対しては，公聴会の公述人のなか

これを不満とする意見があったが，また，懇談会においても，に批判が多く，

者注



懇談会の大勢はこれを支持した。ただ， Ii'事案決定又は公的処理』の概念を吏

に一層明確にしていかなければならないということが，ほぼ一致した意見で、あ

った。J(14)

行政の意思形成過程情報を制度の対象に含めない情報公開制度において，行

政によって期待される情報公開制度の意義とは，市民による行政の事後監視に

とどまり，市民の行政への参画とし、う構図は考えられていない。

事務処理の手引き』の「公開しないことがで埼玉県が作成した『情報公開

県の機関の事務事業の執行過程においてきる行政情報Jという表では， r第3

当該事務事案の執又は入手した情報であって，公開することにより，作成し，

又は当該事務事業の執行を著し行に係る公正な意思決定に著しい支障を生じ，

重く困難にすることが明らかであるもの」が載せられており，その中で， rイ
要な政策形成及び重要事業に関する協議又は調整に係る情報」の「例示」とし

重要施設の立地場所の決定についての協議又は調整に係る文書J(7-1)て「イ

重要施設の立地…JとLづ例示は同時

その他公開することにより行政の公正円滑な執行に著しい支障を

生じることが明らかである情報J(7ーのにも当たるとされている。

があげられている。そしてこの「イ

に， r第5

しかし「重要

より「重要」なのではなそれが作られる地元の市民にとっては，施設」とは，

いだろうか。率直に言ってしまえば， r重要」という言葉を「迷惑」というよ

うに読み替えてみるとこの点がよく理解されるであろう。

1980年11月，神奈川県情報公開準備室次長の大迫修一氏は群馬県情報公開研

究グループの「意思決定過程のどの段階までの文書を公文書とするのか。」と

いう閉し、に対して次のように答えている。

一
五

O
(五
五
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C B， A案に決定した場合，C案とあり，B， 「例えば意思決定過程でA，

(公文書として扱わない)oJ (5-2) 案は意思決定過程の内部資料として扱う

まず，案が決定するこの回答のように制度が運用されるならば，もし実際，

C案

ただすで、に決定したA案の内容のみが知らされるという，

B案，A案に決定した理由もわからず，以前の経過を市民は知らされず，

の存在も知りえず，



行政の意思形成過程に参画しようとする市民にとっては，はなはだ不毛な「公

開」に終ることが予想される。

この点について，先述の秋山氏は東京都の公聴会において次のような公述を

している。

この情報公開「行政の意思形成過程に住民参加を可能ならしめることこそ，

このような対象情報を限定するのであっては，制度の限目であったはずです。

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
課
題 この制度を設ける意味の大半は失われてしまうのでなL、かと思います。住民に

とっては行政の意思決定がなされてからその情報を知ったのでは遅いわけで

す。一旦意思決定がなされてしまいますと，市民があとからその意思決定の中

その決定がいかに不合理であるかということを力説しても，行政身を知って，

これiまこれまでの市民運動や住宅(ママは容易に決定を変えようとしない。

ri主民」の誤まりと忠、われる一引用者注)運動が常に体験してきたところであ

ります。J(15-4)

山形県の新庄市の「公開しない情報の判定基準」とし、う資料においてまた，

ここには公開しない文書として具体的に様々な文書が例示されているのだt土，

という欄のみが，全くただ一つ「市の機関の意思決定の過程の情報J(11) カミ，

これなどは，行政具体的な文惑の特定がなされず，空欄のままとなっている。

側の判断によってこの判定基準が拡大解釈される危険性を含むことを，象徴的

に表わしているものといえるのではないだろうか。

東京都職員研修所が1981年にまとめた，都職員による「行政改ギJ研究論文

集の中には， r特に問題となるものは，政策決定過程に係わる情報の除外規定

であり，運用方法によっては，行政側にとって『伝家の宝万』いや『伝家のか

くれミノ』として乱用される危険性が多分にある。…情報公開制度そのものが一
四
九
(
五
六
)

自らの経験から導き出さザル法化する恐れがある。J(13-1)との率直な意見や，

れた意見として， r情報公開制度が議論されている昨今，公文書の公開とか，利

しかし，真に住民に必要な情報は公文書

とし、う形では遅きに失しむしろ公文書等になる過程での情報が住民にとって

用システム等に重点が置かれている。



最も必要な情報である。また，参加の形態も，行政側の作成した案を住民が議

論するのではなし計画策定段階から住民参加がなければ，計画を事業に移す

まちづくりなど到底できないことを知らされた。j(13ーのことは不可能で、あり，

という意見も記されている。

また平松毅教授も，対象情報について次のような問題点の指摘を行ってい

る。

「対象情報を決裁・供覧文書に制限するi官報公開条例が，住民参加の機能さと

果たすということは，実際上はきわめて困難であろう。j.r現実に路行されて

いる条例jを見ると，埼玉県が，公開の対象を，決裁を経たものというように絞

っているし他の条例においても，職務上(神奈川県)という用語のなかにそ

の意味を込めようとしていたり，あるいは公文書の定義(緒方町)を，決裁を

経たものと定めることにより，事実上，処分後の文芸さだけを，公開の対象とし

これは，…情報公開の趣旨に反するわけであているものが見受けられる。

る。j(17-1)

実際，計画段階での情報を公開している自治体もある。例えば，春日市(揺

岡県)の情報公開担当者は執筆者に対して次のように語っている。

…私どもも，具体的にどこどこの工事をいつやるとかそういうのも「職員

教えています。

どこどこに新しい道路が通るらしいというのは…執筆者

教えています。j(4) 職員

国政においても rlF将来，情報公開の対象になるのは正式決‘定の公文書だけ

で，決定の過程に関するものは対象外』というのが政府の考えだ。決定したも

一
四
八
(
五
七
〉

のだけをいくらみせられても，余り意味はない。j(21) 

また，情報公開制度とは多少意味を異にするが，特に都市計画などの際の，

行政の意思決定過程の情報公開にも関係すると思われる行政手続法に関して，

南博方教授は次のように述べている。

「個人は，行政手続に能動的に参加し手続の形成と決定に関与することに



よって，権利利益の保障は全うされ，個人は，行政のたんなる客体としての地

位から脱し，主体的地位を獲得することができるのである。j(19) 

制度運営においては，運営審議会の設置を図っている自治体もあり，救済機

関についてはほとんどの自治体で設けられているが，今のところその活動の可

能性は未知数である。

実際， 1984年7月の自治省行政課による調査によると，例えば神奈川県では
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部の審議等の未成熟情報等j，r事務業事の円滑な実施を困難にする情報」であ

った。(9)そのうえ，情報公開制度が制定されていることにより，現在すでに

「開かれた行政」が実現されているという認識を市民が抱いてしまい，行政が

それに安住してしまうことも考えられる。

さて，行政庁内の文書管理の推進を情報公開制度の意義のうちにあげる主張

も多くみられる。例えば， r現在の『情報公開法(条例Hの制定運動の重要性

まず，行政機構内の情報の整理，それに文書化を促進するところにあるとt土，

しかし，情報公開制度を実施しようというとする意見である。みたいj(18-1) 

自治体がまず行う文書管理とは，現実的には，文書を市民に公開できるものと

できないものとに分類するということであって，現時点では，市民の利用を念

頭に置いた，文書作成の方法の転換は考蔵されていないようである。このよう

な文書管理の実例として，茨城県‘が1974年に作った『情報取扱基準』をあげて

おきたい。間基準については次のような評価がなされている。

「情報を積極的に公表するもの，県民の要求があれば公開するもの，非公開

の三段階に分けたもので，最初は『情報公開の点から画期的』とも評価され

しかし，県職員組合や野党が『マル秘がはんらんしかねなしゴと反発，間k.o 一
四
七
〈
五
八
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題になった。『基準』の運用を部，課長の判断にまかせていたためで，県当局

はいまや『もう死んだものと認識してくださし、』と言葉を濁すj(20)

このような文書管理の実態を考慮すると，市民と行政との関係は，情報公開

以前に比べ確かに珂者の距離は縮まるが，制度化に伴う情制度の実施により，



報管理という名の行政側の明らかな線引きによって，その線より内側には絶対

に市民を入れないとし寸結果になってしまう。

かつて岸昌大阪府知事は庁内放送で次のように語っている。

「一番問題なのは，…行政が『知らせたくなし、(と思う)情報』の公開です。

神奈川県知事の長淵1-二氏は，官僚の情報に対する悪習として『集めたがる』

『隠したがる~ If都合よく使いたがる』とし寸三つの『たがる』があるといわ

れたそうですが，…情報公開の焦点は，この行政が積極的に知らせたくない

(と思う)情報と先に述べた行政が持っている，または行政の権限によって知

ることができる情報について， どのような方法で，どの範囲まで公開するかと

いうことにあります。J(8)

このように考えてみると，現在すでに実施され，または今，着々と全国の自

治体で実施されようとしている各自治体の情報公開制度は，現状のままでは市

民にとってかえって危険なものとなるといわざるをえない。

実際，いわゆる市民運動家やマスコミの関係者にとって，現在わが国で実施

されているf青報公開制度は，今のところさほど有用なものとはなっていないの

が現状である。むしろ，わが国における現在までの情報公開をめぐる様々な動

きの，全般的な意味としてまず第一にあげられるのは， I行政情報は原則とし

て公開されなければならない」という，今までには全く見られなかった新しい

考えが存在しうることを，特に公務員に対して(たとえそれが彼らにとっては

建前だけの話であったとしても)認識させたという点であろう o ちなみに今ま

での「常識」とは，次のようなものであった。

「行政に関する情報ということで言えば，伝統的な考え方に立っと，官公庁

の文書あるいは行政の文書はもっぱら行政運営のためのものであり，行政内部 四

にかかわることであるから，直接には住民と関係のないものということにな 之
五

る。それゆえ行政の使宜の観点から行政が勝手に処理し処分じうる領域である さ

と考えられ，何が行政目的のために適切なものであるかとしサ基準で文書の作

成なり文書の処理を行えばよいことになっている。J(3)， Iたとえば役所の文書



につきましては，いままで行政が執行するために作成し，その限りで保存す

役所内部のものである。住民に見せるものではなる，事務執行の手段であり，

いという，いわゆるオフィシャル・レコードという認識を持っているわけで、ご

それを今度は都民と都が共通に利用する情報，パブリック・レコざいますが，

ードという新たな，都民の知る権利を前提とした認識へ 180度の転換が必要な

わけでございますから，実のところを申し上げまして，非常に不安があること

情
報
公
開
制
度
の
現
状
と
課
題

は事実でございます。J(12-2) 

松下圭一教授は， r行政と情報をめぐる日本の行政の問題点J(18-2)の第一点

つまり独占が，市民と行政自に， r国ないし自治体による行政情報の私物化，

オカミ崇拝→行政の官治体質を今日まで温との聞に情報ギャップをうみだし，

存させた。」ということをあげている。情報公開制度の実施はこうした状況を

壁かながらも変えることになろう。あるいは，松下教授の指摘するように，行

一般には無政情報全体の公闘が行われなかった「結果，市民は受益を中心に，

関心，活動するときはムシリ・タカリ運動あるいは反対運動に封じ込められが

ちになり，市民参加は阻害されてきた。」という状況の僅かばかりの転換とい

えるかもしれなし、。

0情報提供の意義と問題点

情報公開制度を実施している自治体においては，情報公開制度によってなさ

れた公開請求の処理と，情報公開制度によらない情報提供とが同一組織で運営

しかし情報提供には，提供する情報の，行政によるされるという実態がある。

この点について平松教授は次のよう選別・加工という問題点が避けられない。

に述べている。

「今日においても，情報の提供に最も熱心なのは，真実を発見されることを一
四
五
(
六

O
)

最も恐れる官庁であることという事実は変わっていなし、。例えば，役所のなか

でも最も熱心に情報提供するのは，新聞記者によると，警察であるが，他方公開

を最も嫌悪しているのも警察である。すなわち，最も熱心に情報提供する機関

は，公開に最も激しく反発しているのが通常であって，これは，今日の情報化社



会ではほぼ普遍的な現象とし・ってよい。換言すれば，真実を明らかにされるこ

とを最も恐れるものが，加工された情報の提供に最も熱心なのである。J(17-2)

また，東京都の職員による論文にも次のような指摘がみられる。

どんな情報をどのような形で提供するかは専「現在の情報提供の仕方では，

ら行政の判断で行っている。『行政運営上の理由のみで，職員の恐意的判断に

より文書が秘密に扱われ，都民が行政にたいし不信感を抱くことのないよう運

用に留意しなければならない.!I(東京都秘密文書及び取扱注意文書処理基準)

はずであるが，公開・非公開の判断に当たっては，行政運営上の理由が重視さ

れているのが現状であろう。J(13-3) 

情報提供について，東京都総務局情報公開準備室が1984年8月に出した「東

京都の情報公開制度Jは次のように述べている。

「住民と行政との間の情報の流れは年を追うごとにその幅を広げつつある

が，その流れはどちらかといえば行政主導型のものであり，住民のニーズにこ

たえるためいろいろ努力はしているものの，行政の裁量により提供されている

ことは否めないものである。J(16)

情報提供は言うならば， r行政側の案内による公共施設の見学」のようなも

のであって，確かに今まで知らなかったことを知ることができるかもしれない

が，それのみが真実の姿であるか否かという点には常に注意を要する。

松下教授があげた，先述の， r行政と情報をめぐる日本の行政の問題点」の

うち，ニ点目の， r市民に行政情報が提示されるときも， Iiお知らせ広報』にと

どまるため市民の受益化をおしすすめ，市民の活性化を誘発する『行政情報』

ここで言う全体の公開はほとんどおこなわれなかった。J(18ーのという指摘は，

一
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情報提供の場合においても考慮される必要があるだろう。

0情報公開制度のあり方

市民による市民のための行政を実現する手段として情報公開制度をとらえる

ならば，制度化のきっかけは行政の決定ではなく，市民の側が提起すべきであ

るし，制度策定の出発点からその運営に至るまでの一貫した市民参画が必要と



なろう。

そして，市民の参画の程度には様々なレベルが考えられる。例えば，井出嘉

憲教授が， i1975年春に東京都都民室が実施した調査の結果」として「この調

査では，あらかじめ『行政への反映』の度合を考慮して，①『事業説明会』レ

レベルの“やや強ベルの“弱い参加ぺ②『対話集会』や『審議会・協議会』

レベルの“強い参加"のい参加"，③『住民が意思表明できるようなしくみ』

これでみると，都民は，“強い参加"の方法を指示三段階が想定されていた。
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していることになる。…この回答結果から，参加方式の強化・改善にたいする

としていることを情報公開制かなり強い関心をみてとることができょう。J(2) 

より程度の高い参画を考えて度においても考慮し，特に制度の運用において，

それは行政情報の市民・行政庁両者による共同管理とし、う形になる。L、くと，

その制度は当然，個行政情報のなかには市民の個人情報も含まれているから，

人情報(ただし議員・高級公務員の資産情報等を除く)の自己管理という積極

的なプライパシ一保護を含むものとなる。

しかし，行政情報の市民・行政庁両者による共同管理の場合においても問題

は残る。そこでは，情報管理システムにのった情報については市民の統制がは

たらくけれども，情報管理システムにのらない行政の意思形成過程の事実上の

この点については例えば次のような動きについては，市民の統制は効かない。

指摘がある。

まったく菓議書によらないものも「現実の意思決定はきわめて多様であり，

あれば，最終的には菓議書による決裁を受ける場合であっても，菓議書の作成

以前に確定的な意思決定が行われ，菓議書の作成は，単に形式を整え，証拠を

保全するための事後処理に過ぎないものが多いことである。…政策的に重要な一
回
一
一
一
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決定に関しては，事前の意見調整過程において実質的意思決定がなされたあと

この場に初めて菓議書の作成に始まる形式的意思確定が行われるようである。

合には，実質的意思決定は，すでになされているわけであるから，形式的意思

確定の手続である決裁は，故意に遅らされることによって，公開を回避するこ



とが懸念される。J(17-3)

行政情報の市民・行政庁両者での共同管理の次には，行政運営上において関

かれる様々な会議の公開が考えられるであろう。すでに「情報公開法を求める

市民運動」は， 1983年度からその活動方針に，会議公開法・条例の法制化をあ

げ，自由人権協会は1983年10月，会議公開法・同条例のモデル案を発表してい

る。だが，その会議公開にも限界があることは確かである。例えば，先の春日

市職員は次のように語っている。

「職員 逆に密室の会議が増えてくるんじゃなし、かなあとしづ気がしますけ

れどもね。…ホンネとタテマエとがどうですかねえという気がするんですがね

， 
ぇ。

執筆者 一応タテマエのところで公開の会議をやって，別にまた設けるとい

うか，そうし、う形になっちゃいますか。

職員 どうですかねえ。J(4)

このように考えると，結局，市民による市民のための行政を実現しようとす

るならば，最終的には市民と行政庁両者の完全な共同によって行政を行うとい

う形以外には考えられない。各々の市民が，自らが責任をもちうると考える範

囲内で自由に行政に参画することを可能にするような，柔軟な自治制度が実現

されなければならない。様々な行政の内容のカタログ(もちろん，そのカタロ

グづくり自体も行政の内容に含まれる。)のなかから各々の市民が自らの関心

に応じてその内容の一部を自由に選ひ'取って行政に参画していくわけである。

もっともこの時点においても，議会・司法による行政監視や，市民による解職

請求，直接請求，住民監査請求，公表義務制度などの，現在設けられている行

政統制のための諸制度の必要性はもちろん，市民参画による情報公開制度策 四

定，その運用である行政情報の市民・行政庁両者による共同管理や会議公開及 二
ノ、

びオンフ。ズマン制度などの，将来実施されると思われる行政統制のための諸制 さ

度の必要性，また広報・広聴活動，情報提供パブリシティ活動など，先程述べ

た様々な行政の内容のうち，それぞれの市民が選択しなかった内容に関して，



直接の参画まではいかないにしても，各々の市民と行政との双方向のコミュニ

ケーションを確保するための諸制度の必要性はいささかも減ずることはない。

それぞれの制度はより拡充され，重層的に機能していく必要がある。

0情報公開に関する市民の役割と課題

さて，最後に，情報公開をめぐる市民のあり方，意義，課題等にふれておこ

う。

その関連団体である自由人権協会など「情報公開法を求める市民運動」や，
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の，現在までの活動の意義は次の点に求められる。

まず，市民の立場に立った，情報公聞に対する考え方の根本原則を打ち立

その原則に基づいた，情報公開モデル法案・条例案を提示したということて，

があげられる。特にモデル条例案の提示によって，各地の自治体におけるそれ

自治体の提示する条例案の語句の上かぞれの情報公開条例策定過程において，

ら読み取りうる問題点を，市民の側が理解することがより容易になった。

自治体案によ同じく自治体における情報公開制度策定の場において，一方，

どの行また，どの行政情報が公開され，る情報公開制度が実施された場合に，

政情報は非公開となるのかを自治体に具体的に明示させたうえで，市民の求め

より一層話を詰めていくとし、う運動の方法，る行政情報を公開させる方向で，

日頃さまざまな種類の市民運動の中で，市民団体がぜひ公開してほしいまた，

と感じている行政情報の具体例を数多く行政側に提示し，現在検討されている

情報公開条例を運用した場合，それらの行政情報が公開となるのか，非公開と

なるのかを行政情報の具体例ごとに一つひとつ確認していくといった運動の方

法が，市民運動の中で今まであまり採られてきていないのは問題である。この

ような具体的な方法を採らなければ，条例の運用次第で，今まで得られていた四

行政情報も，制度化によってかえって得られなくなってしまうといった悲劇も

起きてくるだろう。

(
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四
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そして，制度策定のうえにおいて，今述べたような具体的，実践的な参加の

方法を採ることによって，市民動運も自治体が計画している市民参加の施策及



びスケジュールから少しでも脱皮して，僅かながらでも市民のベースで情報公

開制度が検討される可能性がそこに生まれてくるのではないだろうか。率直に

言って， r情報公開法を求める市民運動」を構成する，全国各地における情報

公開条例を求めるそれぞれの運動は，自治体に対して情報公開制度の実施を要

求している聞は良かったけれども，いざ自治体が情報公開制度の検討を始める

と，それぞれの市民運動は制度検討の場から締出されてしまい，制度検討への

実質的な参画は実現されていないのが現状である。

先に述べたような具体的・実践的な運動方法を展開しようとするならば，情

報公開関係の市民運動においては，現在その中心となって活躍している法律の

専門家以外に，情報公開制度を用いることがそれぞれの運動にプラスとなるよ

うな，様々な運動を続けている全国の人々が，単に名前を連ねるのにとどまら

ず，実質的に運動に加わることが必要である。このような具体的・実践的な運

動の方法は，新たに情報公開制度を検討する自治体においてばかりでなく，現

在すでに実施されている情報公開制度を，市民によるその具体的利用の事実の

讃み上げによって，市民の立場に立った情報公開制度にその内容を実質的に作

りかえていくためにも有効である。行政の側からすれば，公開しうるか非公開

とするか徴妙な， rきわどし、」行政情報に対する公開請求のより一層の積み上

げが必要である。

次に市民一人ひとりの課題をみると，現在未だ情報公開制度が実施されてい

ない自治体においては，制度検討の出発点からその運営に至る，一貫した市民

参画を保障した形の情報公開制度を要求していくべきであろう。逆に，自治体

の主導による情報公開制度の検討，実施の重むきに対しては，あくまで反対して

いくことが必要で‘ある。 四

神奈川県の長州知事は， r過大期待や過大不安は，情報公開の正しい理解に ヨ
ノ、

はならないJ，r初めての赤ん坊(公開)は小さいが，県民の協力を得て大きく 25 

したL、J(23) と述べ，東京都の鈴木知事も，第一聞の東京都情報公開懇談会冒

頭の挨拶において， r私といたしましては，完全な公開システムのもと一気に



すべてを公開するということは，理想ではございますけれども，それでは準備

可能なところから少しでも早く公開していくとい期間が長くならざるを得ず，

うような段階的実施の方途をお考えいただけたらと思うのであります。J(12-3) 

と，現在実施されている情報公開制度の段階的発展拡充に期待することを言明

している。

現在すでに情報公開制度が実施されている自治体において市民の今後の役割
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その条例化を求めることが必要である。要綱による実施の場合，市民にとって

致命的なのは，非公開決定に対する救済機関が設けられていないということで

その運用姿勢にこの点を考慮すると，要綱による情報公開制度実施は，ある。

よっては市民にとって，実質的に情報提供とさほど変わらないものとなるおそ

れもあるということになる。要綱を条例化することによって，救済機関の設置

が実現するであろう。

現在，条例の形で情報公開制度が実施されている自治体においては，制度の

運営に関する参画を市民は求めていく必要がある。行政主導によって実施され

てしまった情報公開制度を市民の手に取りもどすのである。特に現在，運営審

議会が設けられていない自治体にあってはその設置を早急に要求するべきであ

る。運営審議会がすでに設置されている自治体においても，その活動は市民か

ら見れば活発とはいえない状態であるので，審議会のより積極的な活動を要請

するべきである。将来的には運営審議会及び救済機関委員の公選制も考慮され

てよいだろう。

これは千葉県の職員が差し当たって現実的な制度の改善点のーっとしては，

指摘しているのだが，情報公開制度によって公文書を単にそのまま公開するだ一
三
一
九
(
六
六
)

けではなしそれを市民に対して説明する機会をもっということがあげられ

これまで，公文書をそのまま公開しても市民にとっては理解しにくいといる。

う指摘があり，かといって，市民から公開請求のあった公文書を，行政側が市

民に理解しやすいように情報加工を行ったうえで公開すると，公開の公正が失



われるという指摘が主に市民のほうから出されていた。その両方の指摘を満足

させるものとして，公開した情報を行政が市民に説明するということは有効で

あろう。

また，公開した情報のうち，公開を請求した者が希望した場合，行政がその

情報念公開したことをすぐに広報し，また，その情報を行政資料室などの情報

提供制度のほうに流すようにすることも考えられてよいだろう。

0真の「人民主権j，r地方自治Jの実現のために

自治体が，中央に直結することに価値を見出している間は，自治体が固に対

して対等の立場に立ちうる可能性は今後も見出せないであろう。現在の，自治

体を上，市民を下とする市民・行政両者の上下関係を打ち破り，市民と行政庁

両者の共同による行政の実現を図って，市民と自治体とが対等の立場に立たな

ければ，逆に自治体は国に対しては，常に自らを下とする上下関係から抜け出

ることはできない。前掲の東京都職員による論文集の中に次のような記述があ

る。

「市民自治の実現をめざして

市民参加の展開は，従来の上からの中央統制や行政自身による自己統制にか

わり，下からの市民統制によって行政を監視していこうとするものである。つ

まり，市民からは遠く離れた存在であった自治体を市民の手にもどすものであ

り， Ii市民による市民のための市民の行政』を実現するものである。…このよ

うな政策決定への市民参加は，行政監担としての機能を果たすだけでなく，自

律した市民を育て訓練する場ともなり，真の市民自治実現にもつながるものと

考える。j(13-4)文中の「上からの中央統制j，r下からの市民統制」の表現に，

それぞれ「現在のJという限定を付ければ，この文の言わんとすることは的を

得ている。
八

市民と自治体とが対等の関係におかれるとき，真の「人民主権j，r地方自 さ

治」が実現されるのではないだろうか。



あとがき

以上， 30自治体からのアンケート回答を中心に，情報公開制度の現状と課題

について述べてきた。残された問題は数多くある。例えば，情報公開(制度)

に対する市民や職員の意識，情報管理のあり方，情報公開制度と広報広聴との

関係，個人情報保護の問題(これなど，情報公開制度にとどまらず，広く情報

さまざまである。まずこ，情報化社会の進展に伴う大問題の一つである)など，

情
報
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と
課
題

これらの問題は，それぞれ公開制度の法的側面にはまったく言及していなし、。

の研究者によって個別に検討が進められており，それらが集大成されることを

ここでは，問題を指摘するにとどめておく。

自治体行政の課題のーっとして登場した情報公開(制度)は，

80年代後半に入った現在， 50を超える自治体が実施に踏み切り，すでに現実の

期待しつつ，

70年代後半，

ものとなっている。だが，現実の情報公開制度が「開かれた行政Jへの第一歩

たりうるかどうかは依然，課題として存在する。かつての「行政は非公開が原

則」と L、う行政成一士を打破していくためには，制度の変革を精神の変準へと展

閉する新たなる方途が求められているといえよう。

(本稿は1986年度千葉大学大学院教育学研究科社会科教育(政治学専攻)提

出の修士論文の一部を修正したものである。〕

(注 1) この公聴会に対しては都民の仮aの意識の低さを指摘する戸も懇談会で出てい

る。「一一般に広報したところ，相当の期間を経ても公述希望者がたった一人であ
ったとL、う事実もありまして，さらに延長してある程度お誘いしたところによって
13人ほど出てまいりまして，その方々全部に供述していただいた…J(1l'東京都情報
公開懇談会会議録(第7回H東京都総務局情報公開準備室 昭和59年 3月 p.20)
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く附録>1
〔本アンケート調査の質問票〕

(ただし質問の)1虞序・質問番号は本論と異なっている)

(ここに自治体名が入る)0資自治体のプロフィール

-人口

人

-面積

第三次第二次第一次-産業別人口

-主要産業

-情報公開制度の正式名称

日月年

-情報公開制度施行開始の年月日

-情報公開担当セクションの構成・人員

(なお，庁内全体の組織図がございましたら，御送付をお願い致します。)

日

-情報公開について検討を始めたのはいつですか。

月年

〔情報公開アンケート調査〕

0情報公開制度化までの経緯についておうかがいします。

1.情報公開制度化のきっかけはなんで‘すか。

a.市民の運動がきっかけとなった。

b.議会の活動が制度化のきっかけとなった。

C. 首長の決定が制度化のきっかけとなった。
一
一
ニ
四
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d.議員の提案が制度化のきっかけとなった。

e.情報公開のすすんでいる他の自治体にならって制度化をすすめた。

f.その他

きっかけを具体的にお書きください。



2.情報公開制度をつくる上で，市民の参加をどのような形で求めましたか。

具体的にお答えください。

3.情報公開制度をつくるうえで，市民団体・市民個人からどのような働きか

けがありましたか。具体的にお答えください。

4.情報公開制度を検討する中で，市民の参加によって情報公開制度に採り入

れられた点はありますか。具体的にお答えください。

情
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5.質問 2，3でお答えになった市民参加の現状に満足しておられますが。満

どうあるべきだとお考えですか。具体的にお足しておられないとすれば，

答えください。

ど6.情報公開制度をつくる上で，特に参考とした他の自治体はどこですか。

のような点を参考としましたか。

7.情報公開制度において，その制度運営一般を審議する第三者的機関は設け

られていますか。設けられているとすれば，その名称，構成をお答えくだ

8.情報公開制度において，開示請求のあった行政情報が非公開となった:場

合，請求者が不服を申し立てることのできる第三者的機関は設けられてい

さい。

ますか。設けられているとすれば，その名称，構成をお答えくださし、。

0情報公開施行後の経過についておうかがいします。

9.情報公開制度が施行された後，その運営に，市民の参加をどのような形で

求めましたか。具体的にお答えくださL、。

10.情報公開制度が施行された後，その運営に，市民団体・市民個人からどの

ような働きかけがありましたか。具体的にお答えください。

11.昭和60年12月の 1か月聞における開示請求の一覧(正式な開示請求のみな

らず，情報提供によって対応した事例も含めます。)を別紙にて御送付く

一一一一一一一(七二)
ださい。

〔一覧の内容〕

-開示請求のあった行政情報の内容

例)



主婦，学生な自営業者，170市民(会社員，。請求者の内訳

どに分類)

市民団体

私企業

その他

-公開，非公開の別

-不服申し立ての有無

-不服審査の結果

-その他

12.情報公開制度の利用状況について満足しておられますか。満足しておられ

どうあるべきだとお考えですか。具体的にお答えくださないとすれば，

し、。

(質問 7，8に回答された自治体のみ)質問 7，8でお答えになった，運営13. 

審議会・救済機関などの第三者的機関の活動の現状について満足しておら

どうあるべきだとお考えですれますか。満足しておられないとすれば，

か。具体的にお答えください。

14. 情報公開制度における行政コストと行政効果とのバランスについて，現状

どうあるべきだに満足しておられますか。満-足しておられないとすれば，

とお考えですか。具体的にお答えくださし、。

15.情報公開と情報提供(正式な開示請求ではなく，行政情報を求める者にそ

との意味の違いはどのような点にあるとお考の場で情報を提供すること〕

えですか。

一一一一二(七一一一)

0情報公開制度の今後の課題と展望についておうかがいします。

より広がっていくとお考えです16.情報公開制度は今後，全国の自治体に，

それは望ましいことですか。広がらないとすか。広がっていくとすれば，

その理由をおきかせくださL、。

17.情報公開制度は今後，国政においても実施されるとお考えですか。実施さ

れば，



れるとすれば，それは望ましいことですか。実施されないとすれば，その

理由をおきかせください。

日々感じておられる問題点・課題など18.情報公開制度を運営していく上で，

ご自由にお書きください。がありましたら，

御協力ありがとうございました。場合によっては，直接おうかがし、してお話

をおきかせ願うことも考えておりますので，その折にはよろしくお願い致しま

す。
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2月25日までに，御投かんくださいますようお願い申し上げます。なお，

自治体における情報公開制度の実施状アンケート調査実施後の，

況

く附録 2>

自治体における情報公開制度の実施状況自治省行政課が調査した，最後に，

の一覧を紹介しておきたい。

(1986年4月 1日現在)施行期日

1982年

4/1-1-金山町(山形)

8/2-)-上月町(兵庫)

10/1-1-蒲原町(静岡)

'83 

1/1-1一緒方町(大分)

4/1-ト神奈川県，秦野市(神奈川)，春日市(福岡)，府中町(広島)

6/1-1一埼玉県一
一一一一 三重町(大分)10/1-ト新庄市(山形)， 

11/1-1一村山市(山形)
〈
七
回
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'84 

4/1-1一川崎市(神奈川)，稲沢市(愛知)，島本町(大阪)



6/1-1ー岡山県

9/1-1一入善町(富山)

10/1-1一大阪府，長野県，朝地町(大分)

'85 

1/1-1一目黒区

4/1-1一東京都，板橋区，豊島区，長野市，高山市(岐阜)

7/1-1ー東久留米市(東京)

8/1-1-南条町(福井)

10/1-1一新潟県，岐阜市，中山町(山形)

(以上がアンケート調査対象自治体である。ただし，前述したように上月町に

ついては本アンケート調査実施時点において，執筆者が照会を求めた自治省が

実施を把握していなかったため調査対象に含まれていない。〉

'86 

1/1-1一大田区

2/ト|ー藤沢市(神奈川)

4/1-1一山梨県，文京区，府中市(東京)，半周市(愛知)，飯塚市(福岡)

5/1-1一足立区

6/1-1一広島市

7/ト!一中野区，武蔵村山市(東京)，相模原市(神奈川)，美浜町(愛知)

8/1-1一徳島県

9/トト福岡県

一三
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10/1-1-北海道，茨城県，栃木県，群馬県，福井県，愛知県，兵庫県，名古

波崎墨田区，高松市(香Jf!)， 西脇市(兵庫)， 麗市，茅ヶ崎市，

町(茨城)

1都・ 1道・ 1府・ 14県・ 21市・ 8特別区・ 13町(計59自治体)以上，



昭和61年 4月 113現在

都道府県|団体名 i 条例(要綱)名 |公布期日|施行期日

北道海|北海道|北海道公文警の開示等に関する条例 l札 4.1 161. 10. 1 

山 青3新庄 市 i新庄市情報公開条例 58. 9.22158.10. 1 

付山市|村山7時報公開条例 15~. 9.12 158.11. 1 

中山町!中山町情報公開条例 160. 3.20 160.10. 1 

金山町|金山町公文建公開条例 157. 3.19157. 4. 1 

茨 城 茨城県|茨滅県公文書の開示に関する条例 161. 3.26 /61. 10. 1 

波崎町|波崎町情報公開条例 161. 4. 1 161. 10. 1 

栃 木|栃木県|栃木黒公文書の開示に関する条例 I 61. 3.31 161. 10. 1 

群 同群馬県|群馬県公文書の開示等に関する条例 161. 4. 1 161. 10. 1 

埼 玉|埼玉県|埼玉県行政情報公開条例 157.12.18 158. 6. 1 

東 京 東京都|東京都公文書の関示等に関する条例 159.10. 1 /60. 4. 1 

文 京 区 1東条京例都文京区行政情報の公開に関する 1飢は10161. 4. 1 

墨田 区|墨田区公文書公開条例 161. 3. 31 /61. 10. 1 

目 黒区|東京都目黒区公文書公開条例 |肌 9.2816仏 1.1 

太田 区|東京都太田区公文議開示条例 /60. 11. 28 161. 1. 1 

中野区|中野区区政情報の公開に関する条例 161. 3.31 161. 7. 1 

豊島区| 豪語 都豊 島区 行政 伸公開衿 159川60.4. 1 

板橋区|東京都板橋区公文書公開条例 /59. 12. 1 /60. 4. 1 

足立区|東京都足立区公文建公開条例 /60. 9.30 161. 5. 1 

府中市|府中市公文書公開に関する条例 161. 3. 20 161. 4・1

東久留米市|東久留米市公文書公開条例 159.12.28160. 7. 1 

武蔵村山市|武蔵村山市公文書公開条例 160.12.20 161. 7. 1 

神奈川 神奈川県|寝泊県の機関の公文惑の公開に関す 157.10.14158. 4・1

川崎市|崎市情報公開条例 159.3.30159.10. 1 

情報公開条例(要綱)の制定状況1
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都道府県|団体名| 条例(要綱)名 l公布期日|施行期日

神奈川 藤沢市|藤沢市情報公開条例 160. 9. 26 161. 2. 1 

茅ヶ崎市|茅ヶ崎市公文書の公開に関する条例 161. 3. 28 161. 10. 1 

相模原市|相模原市公文書公開条例 161. 1. 4161. 7. 1 

秦野市| 欝書籍軍縮問する要綱

新 潟|新潟県|新潟県公文書公開実施要綱 160. 3. 29 160. 10. 1 

富 山|入善町|入善町情報公開条例 159. 6. 29 159. 9. 1 

福 井 福井県|福井県公文書公開条例 161. 3.24 161. 10. 1 

南条町|南条町情報公開条例 160. 3. 30 1 60. 8. 1 

山 梨|山梨県|山梨県公文書公開条例 161.ω161. 4. 1 

長 野 長野県!長野県公文書公開条例 159. 3.26 159. 10. 1 

長野市|長野市公文書公開条例 159. 9. 29 160. 4. 1 

蚊 阜 岐阜市|岐阜市公文書公開条例 160. 6. 20 /60. 10. 1 

高山市|高山市行政情報公開要綱

静 岡|蒲原町|蒲原町情報公開条例 157. 7. 3157.10. 1 

愛 ま日 愛知県|愛知県公文書公開条例 161. 3. 26 161. 10. 1 

名古屋市|名古屋市公文書公開条例 161. 4. 1 1(61. 10. 1)1 

半田市|半間市情報公開条例 161. 3. 31 1 61. 4. 1 

穏沢市|稲沢市行政情報公開条例 158.12.27159. 4. 1 

美浜町|美浜町情報公開条例 161. 3. 27 161. 7. 1 

大 阪 大阪府|大阪府公文書公開等条例

島本町|島本町情報公開条例

兵 庫 兵庫県|兵庫県公文書の公開等に関する条例 161・3.27161礼 1

西脇市|西脇市公文書の公開等に関する条例 161. 3.2716山 1

上月町|上月町情報公開要綱

岡 山 |岡山県|関山県の公文書公問問する要 59.3.23159. 6. 1 



!都道府県|団体名| 条例tl(要調理)名 |公布期日 l施行期日

広 161. 3. 28 161. 6. 1 
府中町l府中町情報公開条例 158. 3.23/58. 4. 1 

~ 島l徳島県|徳島県情報公開要綱 |札 3.25 161. 8. 1 
香 1111高松市|高松市公文書の公開に関する条例 161. 4. 1 161. 10. 1 
福 岡 福岡県|福岡県情報公開条例 161331i6191 

飯塚市|飯塚市情報公開条例 I 60. 12. 13 161. 4. 1 
春日市|春日市情報公開条例 158. 2. 1 1 58. 4. 1 

大 分 三重町|三重町公文書公開条例 158. 7.22158.10. 1 
緒方町l緒方町公文書公開条例 / 57.10. 5158. 1. 1 
弱地町i朝地町公文書公開条例 159. 7. 2159.10. 1 
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1都1道1府14県21市13町8特別区 計59団体

(うち 3県2市1田]は要綱による制度化)

情報公開条例(要綱)の制定状況2

昭和61年4月1日現在

(単位:団体)

都道府県 市区町村

都|道!府|県 izi 市 j区 i町|村 i計

合計

条例11 I 1 1 1 111 114 119 1 8112 1 0 1 39 1 53 

要綱l-i-lol3i312l 0 11lo l3l6 

合計 1I 1 I 1 114 I 17 I 21 I 8 113 1 0 I 42 I 59 1 
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